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  過疎・中山間地域は、米や野菜、果物等の農産物、山菜・きのこ等の林産物や畜産物な

ど、豊かな自然環境からの恵みを享受できる大切な食料の供給地です。また、大部分を占

める森林や里山は、私たちが生きる上で欠かせない「水」の源であり、豊富な水力や風力・

地熱等を利用し、エネルギーを安定的に供給する機能も担っています。 

  さらに、近年、地球温暖化等の要因により豪雨災害などが頻発化・激甚化していますが、

森林や里山、水田は、水源のかん養や土壌の保全など、自然災害を抑制する機能を有して

います。集落に隣接する里山は、人と自然が長い年月にわたり共生しながら循環と再生が

繰り返し行われ、植物や野生鳥獣などの多様な生物を育み、地域の生態系を保全していま

す。 

  このほかにも、美しい緑に包まれた良好な景観や地域固有の伝統・生活文化などの多面

的な機能を有しており、これらの多彩な役割や機能は、私たちの生活に豊かさと潤いを与

えるかけがえのない財産であることから、県では、これらの過疎・中山間地域の振興を目

的として、「福島県過疎・中山間地域振興条例（平成１７年福島県条例第６８号。以下「過

疎条例」という。）」及び「福島県過疎・中山間地域振興戦略（平成１６年１１月策定。以

下「過疎戦略」という。）」に基づき、各種施策を総合的に展開してきました。 

  一方、国においては、昭和４５年の過疎地域対策緊急措置法の制定以来、４次にわたる

過疎対策法を経て、令和３年４月に新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法（令和３年法律第１９号。以下「過疎法」という。）」が施行されました。また、福島

県議会においては、過疎法の施行を受け、令和３年９月定例会において改正過疎条例案を

可決し、同年１０月に同条例が公布・施行となりました。 

  県においては、令和３年１０月に最上位計画である「福島県総合計画（計画期間：令和

４～１２年度）」を策定し、その理念や方向性を踏まえ、同年１２月に本県の過疎・中山

間地域が持続的に発展していくための基本的な考え方や方針を示す新たな過疎戦略を策

定しました。新たな過疎戦略では、令和４年度から令和１２年度までの９年間を計画期間

とし、「持続可能な里・山（さと・やま）社会の実現」を目標に「人と地域」「しごと（雇

用・経済）」「暮らし（生活環境）」の３つの柱に基づく施策を展開することで、地域の持

続的発展を目指していくこととしています。 

  近年、都市部の若い世代を中心に地方回帰の高まりが見られ、テレワークなどの柔軟な

働き方が普及しつつあるなど、都市部の過度な集中によるリスクを避け、ゆとりと安らぎ

のある生活が過ごせる過疎・中山間地域の価値が改めて評価されております。 

  こうした新しい時代の感覚や価値観の変化を追い風として、地域内の次世代の人材の活

躍、移住者や多様な形で地域と関わる人たちなどの外部の力、また、生活に溶け込んだＩ

ＣＴなどの新しい技術を活用し、地域の誰もが心豊かに住み続けることができるよう、県

民の皆さんを始め、県や市町村、各関係主体の連携・共創により、地域の維持・活性化に

取り組んでいくことが求められています。 

  本書は、これらの状況等を踏まえ、令和５年度に県が講じた過疎・中山間地域の振興に

係る主な施策等について、過疎条例第１９条に基づき報告するものです。 
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過疎・中山間地域は、福島県過疎・中山間地域振興条例第２条により、次のいずれか

に該当するものと定義されています。 

① 山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第２条に規定する山村 

② 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律

（平成５年法律第７２号）第２条第１項に規定する特定農山村地域 

③ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２

条第１項に規定する過疎地域（同法第３条、同法第４１から第４３号の規定により

過疎地域とみなされる区域を含む。） 

④ 前３号に掲げるもののほか、それらの地域に類する地域として規則で定める地域 

 

─ ה  

 

ủ ה  

 ─ 88. 4  

 ℮∟ ─ ⅜ ─  

 ─ 60.3  ─ 17.5 320,679  

 
β │ (2020) ⌐╟╢ 

β │ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ₉╩ ⌐  
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福島県の人口は、平成２２（2010）年は約２０３万人でしたが、平成２３（2011）年

から２００万人を割り込み、その後も年間およそ２万人のペースで減少しています。令

和４（2022）年に戦後初めて１８０万人を下回り、令和５（2023）年には、約１７７万

人となっています。 

平成２２（2010）年国勢調査の人口を１００とした場合、令和５（2023）年との比較

では、県全体の比率は８７．１％となりますが、これに対して過疎・中山間地域は７０．

２％と、１６．９ポイントの差が生じており、県全体に比べてより速いスピードで人口

減少が進行しています。 

 

 
 

 
 

※「過疎地域」の数値は、過疎法に基づき、全域が過疎地域に指定された３０市町村（令和４（2022）

年４月１日現在）の値であり、一部過疎となる白河市、須賀川市、二本松市、伊達市を含まない。 

※「過疎・中山間地域」の数値は、福島県過疎・中山間地域振興条例の対象地域のうち全域が対象とな

る３８市町村（令和５（2023）年４月１日現在）の値である。 

  

ểṨể ṕ Ḳ Ṗ

H22 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27 H28.10 H29.10 H30.10 R1.10 R2 R3.10 R4.10 R5.10

2,029,064 1,988,995 1,962,333 1,947,580 1,936,630 1,914,039 1,900,253 1,881,382 1,862,705 1,844,173 1,833,152 1,812,061 1,790,362 1,766,912

328,342 321,929 316,678 311,119 306,210 277,561 272,575 267,669 262,401 256,950 254,332 248,082 241,019 235,459

425,360 416,195 409,968 403,742 398,009 338,982 332,534 327,198 321,394 315,660 320,679 313,324 304,838 298,494

ểṨỄ ṕ ḲṾṖ

H22 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27 H28.10 H29.10 H30.10 R1.10 R2 R3.10 R4.10 R5.10

100 98.0 96.7 96.0 95.4 94.3 93.7 92.7 91.8 90.9 90.3 89.3 88.2 87.1

100 98.0 96.4 94.8 93.3 84.5 83.0 81.5 79.9 78.3 77.5 75.6 73.4 71.7

100 97.8 96.4 94.9 93.6 79.7 78.2 76.9 75.6 74.2 75.4 73.7 71.7 70.2
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福島県現住人口調査によると、令和５（2023）年１０月における県全体の６５歳以上

の高齢者の割合（高齢化率）が３３．３％に対して、過疎・中山間地域では３９．５％

と、県全体と比較して６．２ポイント上回っています。さらに、過疎地域においては 

４１．４％と、県全体と比較して８．１ポイント上回っています。 

また、平成２２（2010）年から令和５（2023）年までの高齢化率の推移をみると、県

全体で８．３ポイントの上昇、過疎・中山間地域が１０．１ポイントの上昇、過疎地域

が１０．０ポイントの上昇と、過疎地域や中山間地域では県全体に比べてやや高めに推

移している傾向にあります。 

 

 
 

 
 

※「過疎地域（３０市町村）」及び「過疎・中山間地域（３８市町村）」の市町村区分は、第１表と同じ。 

  

Ễ Ḭ ṕ ḲṾṖ

H22 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27 H28.10 H29.10 H30.10 R1.10 R2 R3.10 R4.10 R5.10

25.0 25.2 26.0 26.9 27.7 28.7 29.5 30.3 31.0 31.6 31.7 32.4 32.9 33.3

31.4 31.3 31.9 32.7 33.7 34.8 35.7 36.6 37.5 38.4 39.2 40.2 40.9 41.4

ḱ 29.4 29.4 30.0 30.9 31.8 33.4 34.4 35.2 36.0 36.9 37.3 38.3 39.1 39.5
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これまで前過疎戦略に基づき、過疎・中山間地域の振興や環境整備等に係る取組を実

施してきましたが、この間も人口減少と少子高齢化は更に進行し、地域を取り巻く環境・

社会情勢も大きく変化しています。 

令和元年に国と県は「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査（被災地

域等の一部の地域を除く）」を実施しました。その調査結果を基に、県は令和２年に市町

村アンケートや個別集落への聞き取り等の追加調査を行い、集落の現況と課題を把握し

ました。調査結果の概要（ポイント）は次のとおりです。 

 

ₒⱳ▬fi♩ₓ 

■ ４年前（平成２７年）の調査と比較すると、集落の数はほぼ横ばいですが、全

体的に集落の高齢化が進んでいる状況が分かります。 

■ 方部別でみると、会津地方において、特に集落の高齢化が顕著にあらわれてい

ます。 

■ 集落機能全体の維持状況をみると、良好に維持されている集落が多数である

ものの、１割程度の集落で機能の低下がみられます。なお、方部別にみると、浜

通り地方において、「機能低下」の回答の割合が高くなっています。 

 

 
 

 
  

ƧƱ ɵʴῇ ᷂ḢǲǑǘȒ ǵ ǯ ӓǵ

ṕṾṖ ṕṾṖ

5.1 2.3

24.7 14.9

2.6 2.2

13.7 8.0

ƱĦ ►⁸ ǿǵȠɱȯɶɆǲȏȑƲƼ ɵʴῇ ᷂Ḣ ͈ƽǵᾍ ᷂Ḣǲǫǋǭ Ƴ

ƱĦ ȑǵ Ʋὰ῎ ƲẎ Ʋ֙ Ʋ Ʋ ᾭ Ʋ Ƕ ὕ Ƴ

Ḭ

ờ ṥ ṦồỄỉ

ḬḬּל 65 צּ

50Ṿ

לּ 65 צּ

50Ṿ

1,143 58 1,110 25
R ḭ וֹףּ ṡ

Ṣ

Ḭ 1,133 280 1,136 169

227 6 229 5

ḬḬ 2,503 344 2,475 199

Ẉ ḱ וֹףּ

Ḭ   ḬḬ ḬḬ

ờ 1,006 87 26 24 1,143

ồ27 ṕ988Ṗ ṕ67Ṗ ṕ26Ṗ ṕ29Ṗ ṕ1,110Ṗ

ờ 1,001 108 24 0 1,133

ồ27 ṕ1,014Ṗ ṕ100Ṗ ṕ22Ṗ ṕ0Ṗ ṕ1,136Ṗ

ờ 152 46 1 28 227

ồ27 ṕ181Ṗ ṕ19Ṗ ṕ2Ṗ ṕ27Ṗ ṕ229Ṗ

ờ 2,159 241 51 52 2,503

ồ27 ṕ2,183Ṗ ṕ186Ṗ ṕ50Ṗ ṕ56Ṗ ṕ2,475Ṗ

Ḭ  

  

  
R ḭ וֹףּ

ṡ Ṣ
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○ 令和元年度及び２年度に実施したアンケート調査によると、生活に身近な課題ほど顕 

在化しており、特に「暮らし」や「安全・安心」に関する課題に対して高い問題意識が 

見られます。 

 （例）住宅の荒廃、獣害・病虫害の発生、空き家の増加、商店・スーパー等の閉鎖など 

○ 豊かな自然環境など過疎・中山間地域ならではの特長に影響を及ぼす課題も多く見ら 

れます。 

 （例）耕作放棄地の増大、森林の荒廃、伝統的祭事の衰退、集落としての一体感や連帯 

意識の低下、住民による地域づくり活動の停滞・減少 など 

 
  

13 29.5 3 6.8
14 31.8 7 15.9
15 34.1 4 9.1
8 18.2 1 2.3

29 65.9 1 2.3
5 11.4 0 0.0
9 20.5 0 0.0

37 84.1 16 36.4
18 40.9 1 2.3
18 40.9 5 11.4
25 56.8 2 4.5

5 11.4 0 0.0
2 4.5 0 0.0

12 27.3 0 0.0
10 22.7 1 2.3
7 15.9 0 0.0

38 86.4 19 43.2
7 15.9 0 0.0

24 54.5 1 2.3
20 45.5 1 2.3
15 34.1 1 2.3
9 20.5 0 0.0
1 2.3 0 0.0

11 25.0 0 0.0
9 20.5 2 4.5
5 11.4 0 0.0

10 22.7 0 0.0
11 25.0 0 0.0
3 6.8 0 0.0

39 88.6 25 56.8
21 47.7 4 9.1
27 61.4 2 4.5
15 34.1 5 11.4
22 50.0 2 4.5
11 25.0 0 0.0
20 45.5 1 2.3
7 15.9 0 0.0

22 50.0 4 9.1
12 27.3 0 0.0
10 22.7 0 0.0
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過疎・中山間地域における人口減少や高齢化の進行、集落の実態調査等から見えてき

た地域の諸課題に適切に対応しながら、時代の潮流や環境の変化に応じ、地域固有の価

値としての優位性やポテンシャルをいかし、持続的な地域社会の形成に向けて施策を展

開していくことが求められます。 

このため、集落等が抱える課題の解決に向け、地域資源の利活用など従来の視点に加

え、ＳＤＧｓの理念の広がりや地方回帰の高まり等による都市からの人の流れ、デジタ

ルトランスフォーメーション（ＤＸ）の進展などの新たな潮流を的確に捉え、豊かな自

然がもたらす様々な価値、ゆとりと安らぎのある暮らし、地域貢献と自己実現が両立す

るフィールドなど過疎・中山間地域の優位性をいかしながら、持続可能な地域社会の形

成を目指す過疎戦略を策定し、県や市町村、各関係機関の連携・共創により、地域の維

持・活性化に取り組むこととしました。 
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─  

 
 

過疎・中山間地域の人々が、自らの里山地域に誇りを持ち、地域内外の人々と交流し

ながら豊かな地域資源をいかし、安全・安心で持続可能なコミュニティを共に創る（共

創）社会の実現を目指します。 

 

─  

目標を実現していくため、過疎・中山間地域に暮らす住民が自らの住む地域に誇りを

持ち、地域内外の人々と交流しながら豊かな地域資源を活用し、元気で持続可能な地域

を共につくる（共創）、という基本的な考え方に立ち、その重要な要素であり、相互に深

く影響する「人と地域」「しごと（雇用・経済）」「暮らし（生活環境）」の３つの柱を置

き、施策を展開していきます。 

 

 

 

  

₈ ⌂ ה ╕╛ה≥↕ ─ ₉ 

 ╣╢ ה ╕╛ה≥↕ ╩ ה ⌐╟╡ ┼≈⌂←  
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─  

施策推進の目標である「持続可能な里・山社会の実現」を目指し、地域の持続的な発

展を支援するため、戦略の柱「人と地域」「しごと」「暮らし」を基に必要な取組を進め

ます。 

 

 

ρ ӽ χ ϦϬᾦό₅ϙʺһ ϞᾹϤϬ βϥ ӽξΨϤ

ΰέρˢᾼ ʾὊↄˣ ▀Ộχ ọρ Μ︣χᶎ ʾӾ ʺ ӽⱢᾛϬᶨ ΰθΰέρξΨϤ

ϣΰˢ ᶨḕẽˣ ӗ ʾӗ πᵙ τ ϣδϥ ᶨḕẽξΨϤ

ˢ͎ˣ ӽⱢᾛϬΜΤΰθ▀Ộχ ọ

ˢ͏ˣ Ψ χᶎ

ˢ͍ˣ ӽχᶨ ξΨϤ

ˢ͎ˣ χ ϦξΨϤ

ϳʹ ϣΰϬ◦Πϥ χӲⱱʾ

ϱʹ σ Φ χ

ϯʹ ӽ▀Ộχ ọ

ϱʹḢΊḩ ▀Ộχ ọ

ϯʹṞỘχ ʺ ḼỘ τϢϥ ╥

ˢ͐ˣ ╦χ ρꜛ ρχẶ

ˢ͏ˣ ᶨḕẽχӲⱱʾΰ

ϵʹДЅЌиЕжрІТ϶˔Ю˔Єдр(DX)χ

ʹʹ ρṁ

ϯʹ ӽӺ χ ם

ϱʹӺ ∙χᶎ

ϳʹ ӽ ᶧϾϯЄІГЭχ  ʾ ם

ϵʹὲῴξΨϤχ

ϯʹ ᶨῖ χᶎ

ϱʹӗ πӗ σ ϣΰχᶎ

͏

ϯʹ◓Ӿοḕẽχ ם

ϱʹễӾḕẽχ ʺם Κϥᶘό

ˢ͎ˣ◓ӾοʾễӾḕẽχ ם

ˢ͍ˣ ӽӺ ʾ ӽ ᶧϾϯЄІГЭχ ם

͎

ϯʹ ▀Ộχ ọ

ϱʹ σ Μ︣χᶎ ʾӾ

ˢ͍ˣ ▀Ộχ ọ

͍

ϯʹ ӽᶨ χᶨ ᴟʺⱱ ᴦ σ ӽχְ֫

ϱʹ ∙χӾ ʾᶎ

ϳʹ ΦΥΜξΨϤ

ϳʹῖ ῢχᶈ

ϱʹḩἰ ῢχ ʾᶈ

ϯʹӱ ʾ χ

ϵʹ ӽᾧ χ ᴟϞ ᶨχ Ἳχ
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й ⌂ ─  
 ₈ ≤ ₉⌐ ∆╢  

 
 

 

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿὯˣ 26 38 50 62 73 84 95 106 117

ם ʹˢ ӡʿὯˣ 15 28 45

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

ῢᾚ ʾ ◓‰ ᴟπᶨ χ Μ︣ Υὼ ήϦϥ ʺᶆ ọộρ ὀΰοᶨ

︠ χἕϤṞάΰϬ ϥρρϜτʺˮ ᶘ ρ χẸ τϢϥ ӽᶨ ᴟⱧỘ˯Ϭ

ἸṐρΰθ︡ ΤϣЂЪ˔ЕⱧỘϬᶨ βϥ Ϭ Ϟβʻ

͎ʹ ӽ ⱧỘˢЂЪ˔ЕⱧỘˣχΞκˮᵃכ◦‹ ʾ ╦ḧ ӽᶨ ᴟ ˯χ

ʹ⅜ Ὧ

ᵃ ʾ ╦ḧ ӽτΣΪϥ χ ӽ ΰ Ϭ βϥθϛʺ ӽᴿ ᵔὨϞ ӽᶨ

ᴟ τꜛ︠ ʾ︠ τ︡Ϥ Ϛᶨ τ βϥ ⅜ Ὧ τνΜοʺự χם

Ϭ ϘΠʺ 12Ὧ χ ᴥϬ ◙βʻ

Ḽᵊ ӽ ọᴿ

5 ψ17ὯʺΞκ ṛ10ὯχⱧỘΥ⅜ ήϦθʻ ṛⱧỘχ τψ ™

ὓᵊ├ ⱧỘ3ὯΥḯϘϦϥʻ₈ῇψʺ ἷḇ χֲốπᶨ Ϭᾋ μοΜθⱧỘ

χ™ᵫ τϢϤʺᴂ ʾ⅜ χ ᴥΥᾋ₅ϘϦϥʻ

0

30

60

90

120

150

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿ̋ˣ 57.4 58.7 60.0 61.3 62.6 63.1 63.6 64.1 64.6

ם ʹˢ ӡʿ̋ˣ 54.8 62.4 63.4 62.7

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

Ԍτ βϥ ṍ ῇχ Ϭᾋ Πθ◦כϞʺ◕ τיּ βϥЫрО

м˔ʾЛϳМϳ ϒχ◦כΥ πΚϥθϛʺ ԌϬ ρΰθᾆ ᵓϞῖ ᵓτ

Ϣϥ ξΨϤτᴥΠʺ◕ Ϟיּ ԌOBʾOGρχ ὀϬếᴟΰʺ ԌχЂ

Ъ˔Е χ Ϭם ϥʻ

͑ʹ ӽΣάΰẸ

ӽΣάΰẸ ψʺ Ὧ ӽτΣΪϥ Μ︣ χᵔ Ϭ ρΰθ πΚ

Ϥʺ ṍ ῇχ Ԍχ ψ ӽᶨ χΰ τⱢβϥάρΤϣʺR2χ ⁯ ỡ

63.0̋Ϭ Πϥ64.6̋Ϭ ◙βʻ

Ḽᵊ ӽ ọᴿ

ự ʺ ӽΣάΰẸ Ϭᶨ βϥ◕ Υ Πθԁ ʺ Ԍ χ◘ΜϞṍ

ρꜛⱵ Υ ΰθỘ Ϟ Ϛ◒ρχЬІЫАЎ τϢϤ ψ ΰσΤμθ

Υʺ Ԍχ ᶨ Ϟ τḩβϥᾆכ◦ Ϭ φοΦθάρπΰ Υ ϣϦθʻ

0

20

40

60

80

100

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם
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        ※ 令和５年度に行われた福島県総合計画の指標の追加及び区分の見直しに合わせて、指標名の入替えを行っている。 

 

 
        ※ 令和５年度に行われた福島県総合計画の指標の見直しに合わせて、目標値を修正している。 

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ˢ ӡʿ ˣ 3,000 3,214 3,429 3,643 3,857 4,071 4,286 4,500

ם ˢ ӡʿ ˣ 1,116 2,333 2,832 3,419

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

ᾉχ Ϭ › τ ΰʺ ῨσϱЮ˔ЅχἹ Ϭ ϥρρϜτʺ◕ ρχ 

σϥ ὀẉό◕ χ︠ σӱ ḩ ☼├χ ᵫΥ ʻᶆ ⱧỘχ ᵫτᴥΠ

ộʾ◕ ρχ ὀ ếᴟτϢϤᾉ χ › ρШІСЌзГϰϬ‰ϛοΜΨʻ

12ʹӱ יּ

ᾉϒχӱ ʾ Ϭ βϥθϛʺᾉΥ◕ Ϟḩ Ṑḩτ ₰ΰ Ӄΰθӱ יּ

τνΜοʺ 5 Ϭṁ ˢ3,000 ˣρ ΰʺ 12 τṁ χ1.5 ρ

σϥ4,500 Ϭ ◙βʻ

Ḽᵊ ώΨΰϘΩϣΰ ᴿ

ᾉẉό◕ τϢϥ ίπχӱ ᵓϞӱ ЈЬЗ˔σςʺᶆ ϱЦрЕϬ ớ

τᵫ℗βϥρρϜτʺΦϛ⇔Τσ χ Ϟ χếᴟτ︡Ϥ ϭιά

ρτϢϤʺ Ϭ ΰθʻ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿ ˣ 2,444 4,020 4,800 5,580 6,360 7,140 7,920 8,700 9,480

ם ʹˢ ӡʿ ˣ 1,334 2,167 3,020 4,262

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

ᾉχḩἰ ῢ☼├Ϭ αοḩϩϤϬἹ ΰθӟ‭ϜʺὋ ΰοḩἰ Ϭ ϛʺ

σӱ ʾ ӽạ ϬӪ꜡ήδϥТ϶к˔ϯАФΥ πΚϤʺԏΦ Φ ᾉρḩϩ

ϥṐᵓϬ ằΰοΜΨʻ

͓ʹӱ Ϭᾋ Πθḩἰ ῢ

ώΨΰϘρνσΥϥṐᵓϬ βϥθϛʺᾉχ☼├τϢϤ ρḩϩϤϬⱱμθ

χ ὓτνΜοʺᵃẠ͏ χἱΰΤϣʺ₈ῇϜ π ӱβϥρᾋ₅ϘϦϥθ

ϛʺ780 γν ᴥήδοΜΨάρϬ ◙βʻ

Ḽᵊ ώΨΰϘΩϣΰ ᴿ

χ ί χᾝ Ϭ ρΰθᾉ πχГйм˔ϼ ᾓχ◦כϞ Ộᶨ χ

ЫАЎрϽ◦כ χ︡ τᴥΠʺ 5 ϢϤᵫ◐ΰθ ίḼỘρχⱧỘ ὀτ

ϢϤʺ ᾉρχ θσḩἰ  Υ ήϦθʻ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם
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 ₈⇔↔≤ ה ₉⌐ ∆╢  

 
 

 

 

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ˢ ӡʿὊְ ˣ 670 718 756 810 843 872 902 930 950

ם ˢ ӡʿὊְ ˣ 525 676 781 990

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

Μ︣χ‰ ᴟʾᾚ Υ Ϛ ʺϢϤ῟ σ Ộ ▀Ϭ“Ξθϛχ Ṫ χ ẉ

Ϭ ẍτ ϛϥ ΥΚϤʺⱧỘϬᶨ ΰθם Ϭ αθּזᵓם Ϭ ΰʺԁ χ

ẉᶈ τ︡Ϥ Ϛʻ

15ʹІЫ˔Е ỘṪ Ὂְ

Ộχ ▀ ΰ Ϟ ᴟϬ ϥθϛʺꜛ ЄІГЭϬ Πθ ṐϞ Ộ Ж

к˔р χІЫ˔Е ỘṪ τνΜοʺὊְ τᴂαθ Ϭ ΰʺ ṛ

πψᵵφṪ χ Ϭ ◙βσςᾝ χ 2 χὊְ πχᶨ Ϭ ρβϥʻ

▀ Ộ ọᴿ

26 ΤϣІЫ˔Е ỘϞ‰ ṐᵣϬᶨ ΰθ Ṫ χם τ︡Ϥ ϭπΦθ

ϕΤʺ ← ӽχ Ộ™ τΰΪ Ṫ χᾆẕᵫ ρּזᵓם Ϭ ϛοΦοΣϤʺ

άϦϣṪ χԁ χ ẉ Ϭ ϥάρπ σϥ ᴥϬᾋ₅Ϛʻ

0

200

400

600

800

1,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿ ˣ 240 260 370 375 380 385 390 395 400

ם ʹˢ ӡʿ ˣ 204 233 334 367

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

Ặ χ Ϟᶆ τᴥΠʺᶆ☼םχ├כ◦ Т϶к˔ϯАФτϢϤ ʾӾ

Ϭ ϥʻϘθʺ Ộ ϒχ τיּ ΰοʺ ṛ╥ Ϟᾼכ◦χᾦό₅ϙיּ

χ ʾ ᵒϬ“ΞρρϜτʺḩἰ◦כⱧỘχԁ χᶨ τϢϤ σϥ ᴥϬ

ϥʻ

19ʹ ṛ יּ

ᴪ χᾚ Ϟ‰ ᴟΥ Ϛ ʺ Ộχ Μ︣Ϭᶎ βϥθϛᾆ χ ϞЂם

Ъ˔Е χ Ϭ αʺ ỘὊְṁ ếᴟ ᵠ τ Μ◕ Υᾋ ΰθ

χ ϙ Ϋτ χᾼ יּ Ϭ᷈ӛΰʺR12τ ḧ400 χᶎ Ϭ ◙βʻ

▀ Ộ Μ︣ᴿ

2 π300 Ϭ Πʺ45⅞ Υ 8ᶤρσϥσς◦כⱧỘχ ᴮΥᾝϦοΜϥʻ

24 ӟ‭ψᾼ χיּ ϛϥᶤ›Υ ᴥἱΰτΚϥΥʺ ᴪ ϒχὋ

σ◦כΥ ρσμοΜϥʻϘθʺ ←12◕ πψ Μ︣ Υ ΰΜʻ

0

100

200

300

400

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם



 

14 

 

 

 
 

 

  

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿὯˣ 100 110 120 130 140 150 150 150 150

ם ʹˢ ӡʿὯˣ 62 117 177 237

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ
ⱧỘ Ὃ Υ ╛πʺⱧỘּיχ ᵔΥ ϭπΜσΜθϛʺ ●ΰΪχᾆ τᴥΠ

οʺὊְּיτ ΰοϜЈЬЗ˔Ϭם☼ΰʺⱧỘ Ὃ χ Ϭ ϥʻ

23ʹⱧỘ Ὃὓᵊ├ Ὧ

ὊְʾⱧỘϬדᶪτῇὋּיϒԏΦὋΩθϛχ Ὃὓᵊ├ Ϭ◦כΰʺ ӽ▀Ộχⱱ

Ϭ ◙ΰʺⱧỘ Ὃ Ἆ ṍḧ ψʺάϦϘπχם Ϭ ϘΠ ḧ10Ὧ

γν ᴥήδʺ ḧ150Ὧτ βϥάρϬ ◙βʻ

Ῥ ὊְỲ ᴿ

ⱧỘ Ὃϒχḩ χ‰ϘϤΤϣʺ◙ τḩ βϥⱧỘπם☼ΰοΜϥˮώΨΰϘⱧỘ

ὋⱢỲ˯χ Ὧ ʺỲᶛρϜτ ᴥΰοΣϤʺ₈ῇϜ יּ χ ᴥΥᾋ₅ϘϦ

ϥάρΤϣʺⱧỘ Ὃὓᵊ├ Ὧ τΣΜοϜ ᴥΥᾋ₅ϘϦϥʻ

0

50

100

150

200

250

300

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿ ›ˣ 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ם ʹˢ ӡʿ ›ˣ 0 1 4 7

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

ᾉ ӽϒχ χ ẉρ ΰθ ›χὊְχӗ ᴟϬ ϥ ΥΚϥάρΤϣʺ

∙χ τϢϥ › ᾁ ᵬΤϣχ◦כϞ › χְ֫ τ βϥ◦

Ϭ“Ξʻכ◦ЈЬЗ˔χᵫ℗σςʺΦϛ⇔Τσʺכ

26ʹ ӽξΨϤⱧỘẸ ›χ

ῢᾚ ӽτΣΜο ḧϬ αθᾼ χ ẉό ӽχ Μ︣ᶎ Ϭ ρΰθ

ӽξΨϤⱧỘẸ ›τνΜοʺ ˢ ͎ ͒Ὦˣῇχם Ϭ ϘΠʺ

͍ γνχ ᴥϬ ◙βʻ

Ḽᵊ ӽ ọᴿ

3 5ὮτỲ╦ τοᾉ 1‹ρσϥ ӽξΨϤⱧỘẸ ›Υ ʻ 5

Ϙπτὓ7 ›Υᶨ Ϭᵫ◐ΰοϥϕΤʺ 6 τψ π ›Υ ήϦ

ϥᾋ₅ϙρσμοΜϥʻ

0

3

6

9

12

15
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 ₈ ╠⇔ ₉⌐ ∆╢  

 
※ 令和６年度に行われる福島県総合計画の指標の見直しに合わせて、目標値を修正している。 

 

 
  

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿὯˣ 6,800 6,800 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

ם ʹˢ ӡʿὯˣ 6,384 7,777 8,357 8,295

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

ḘῐϬὋ τם☼βϥθϛχ ∙ᶎ τᴥΠʺ ᶧ ΤνὋ σ∕ Ӻ ʾ

ḘῐϬ ằβϥθϛχḩἰּיḧχ ὀΥ ρσμοΜϥʻḩἰṐḩρ ὀΰσΥϣ

ӽχИ˔Їτᴂαθ︡ Ϭӗ ΰο ằπΦϥϢΞ ϛϥʻ

28ʹᾉ ԚτΣΪϥ ḘῐὯ

ᶆ ӽχ∕ Ӻ χ τᴂαθᾉ ԚτΣΪϥ Ḙῐ Ϭ  ΰʺάϦϘπ

χᶆ Ԛχם ρ₈ῇχᾋ ΰϬ ϘΠʺ 8,000ὯϬ ρβϥʻ

Ԛộ ԚὊְᴿ

ᶆ Ԛχ︡ τϢϤʺ Ὧ ψ 3 π518Ὧ ᴥΰθʻ‰ ᴟχ τϢ

Ϥ₈ῇϜ ψ‰ϘμοΜΨᾋ ΰπΚϥʻ

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ם

◙ ‹ʾ

◙ τνΜο

ộʾᴿ

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ʹˢ ӡʿὉ ˣ

ם ʹˢ ӡʿὉ ˣ 858 829 834 817

◙ χ ӱ

ᾝ χ

ᴿ ρ₈ῇχ

ᶆꜛⱵ χ∞ Ϭ ΰσΥϣʺ῟ Τν χ‰Μ῝Ặῖ ϬӲⱱΰοΜ

ΨάρΥᴿ πΚϤʺ῟ σ֫“Ὂ χ Ϟ ︣ Φχᵠ τΰΪʺḩἰṐ

ḩ Υ ὀΰʺ ΰ Ϭ ϥσςʺ ӽ῝Ặῖ χӲⱱʾᶎ τ︡Ϥ Ϛʻ

31ʹ῝Ặῖ ˢНІ ʾДЫрЖῖ ʾЀЬвИГϰНІˣ

ῢᾚ τΚϥ ʺ ᶨῖ χӲⱱẉό ӽτ ΰθῖ χᶎ τΰΪοʺR2χ῝Ặ
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施 策 （１）地域の活力づくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

地域振興課 事 業 名 地域創生総合支援事業（サポート事業） 

事業概要 

 住民主体の個性と魅力にあふれる地域づくりの推進に寄与することを目的

として、民間団体や市町村が行う地域振興の取組や過疎・中山間地域の集落等

による地域の再生・活性化に向けた取組等に対し、各地方振興局長が事業採択

する補助制度。 

 補助期間は、原則１年だが、事業計画において発展的な事業実施が認められ

るものについては、最大３年間まで補助を行っている。 

事業実績   

１ 民間団体等が行う広域的・先駆的な取組や過疎・中山間地域の集落活性化

のための取組、市町村が実施する地域課題の解決を目的とした事業等を支

援した。 

   採択件数：224件（補助額：549,451千円） 

   （内訳）一般枠：136件 

       市町村枠：61件 

       過疎・中山間地域集落等活性化枠：27件 

 

２ 過疎・中山間地域における取組の主な事例は以下のとおり。 

 ・ 二本松市北戸沢集落において、福島大学の学生との協働により、屋敷道

（フットパス）再生活動や交流会、先進地視察等を行い、里山資源の利活

用に係る地域住民の理解促進を図ることで、集落再生の機運醸成を行っ

た。【二本松市】 

 ・ 只見町において、只見線沿線の景観を地域資源として位置付け、羊等に

よる除草活動や只見線のお見送り対応並びに観光客とのふれあい活動等

を実施することで、交流人口の拡大に寄与した。【只見町】 

 ・ いわき市が、川前地区において日常生活に必要な機能（介護、福祉、交

通、買物）や交流スペースを備えた小さな拠点の形成のため、「特定非営

利活動法人小さな拠点おおか」に対し補助金を交付するとともに、安定し

た事業運営に向けた支援を行った。【いわき市】 

事業の 

ポイント  

 過疎・中山間地域活性化枠のうち、スタートアップ支援事業（収益事業）に

ついて、より活用しやすい制度への見直しを行うとともに、活用事例をまとめ

た周知媒体を作成し、地域おこし協力隊向け研修等でＰＲするなど、事業の活

用促進を図ったことで、新たな取組に係る相談及び事業の申請につなげた。 

 
ⱨ♇♩Ɽ☻─  
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施 策 （１）地域の活力づくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

地域振興課 事 業 名 「歳時記の郷・奥会津」活性化事業 

事業概要  

過疎化・高齢化が進行している只見川電源流域の振興を図るため、第４期只

見川電源流域振興計画（計画期間：令和２（2020）年度～令和 11（2029）年

度）に基づき、「自然のなかに暮らすいとなみ、１００年先のみらいへ」を基

本理念として只見川電源流域振興協議会が行う農商工連携、移住・定住、人材

育成及び広域観光・交流等のソフト事業並びに只見川流域７町村（金山町、三

島町、昭和村、只見町、柳津町、南会津町、檜枝岐村）が行うハード事業に対

して支援する。 

事業実績   

第４期只見川電源流域振興計画に基づく各種取組に対して補助金を交付

し、地域の内発的な活性化や地域外への魅力発信、交流促進等を推進すること

に対する支援を行った。 

 

１ ソフト事業（事業費：49,276千円） 

（１）伝統・文化等の地域資源を次世代へ継承するため、「奥会津の縄文」を

共通テーマに地域内の文化施設が連携した企画展等を実施した。 

（２）奥会津のブランド力向上を目的に、各事業の評価・検証やホームペー

ジやＳＮＳによる情報発信を行った。 

（３）交流人口の拡大を目的に奥会津体験博覧会「せど森の宴」を実施した｡ 

（４）地域の人材育成を目的に、地域の将来を描くワークショップを行った。 

（５）持続可能なビジネス創出を目的に、農商工連携による勉強会や地域資

源を活用した商品開発を実施した。 

（６）観光分野の官民連携を図るため「広域観光連携の指針」を策定した。 

（７）二次交通の充実を図るため、カーシェアリングの実証実験を行った。 

２ ハード事業（事業費：140, 694千円） 

（１）会津地鶏食鳥処理場機能強化事業（工事）【三島町】 

（２）中丸城跡登山道整備事業（工事）【金山町】 

（３）旧伊南小学校跡地利用(大イチョウ公園整備)事業(設計)【南会津町】 

（４）中土合公園改修事業【檜枝岐村】 

事業の 

ポイント  

只見川電源流域振興協議会が実施するソフト事業の熟度や実行性を高める

ため、福島県過疎地域等政策支援員「奥会津地域共創フェロー」を配置し、事

業の企画・立案に対する助言などの伴走支援を行った。 

 
─ ╩ ↄ₈╕╪∞╠꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ₉ 
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施 策 （１）地域の活力づくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

ふくしまぐらし推進

課 事 業 名 パラレルキャリア人材共創促進事業 

事業概要 

 震災からの復興、過疎の進行など地域特有の課題やWith コロナにおける事

業課題を抱える県内事業者と、高い専門性・地方貢献意欲を有する都市部等の

副業（複業）人材が課題解決を図り、両者の交流から生まれる関係人口づくり

と、移住・定住のきっかけづくりを促進する。 

事業実績   

両者の交流から生まれる関係人口づくりと、移住・定住のきっかけづくりを

促進するため、以下のとおり事業を実施した。（事業費：47,438千円） 

 

１ 課題解決プロジェクト 

 ・県独自の「副業人材マッチングサイト」を活用した、地域課題と副業人材 

とのマッチング 

  （プロジェクト掲載件数：129件、副業人材エントリー数：延べ 1,067人、 

   マッチング数：127名） 

２ マッチング促進イベント 

 ・県内事業者を対象にプロジェクトに適した課題の洗い出し、副業人材確保

に向けたノウハウの提供などを行うセミナーや、副業人材を対象に実際

に県内の地域課題に触れてもらう交流ツアーを開催  

  （セミナー ：開催件数３回、参加者８０人  

   交流ツアー：開催件数１回、参加者１２名） 

３ 企業による「チーム型副業／プロボノ」の推進 

社員の副業を積極的に推奨している大企業等にアプローチし、福島への貢

献意欲を持つ社員同士でチームを組み、福島で活動していただく。 

・KDDI株式会社等、計４社との連携事例を創出。 

事業の 

ポイント  
令和５年度から新たに企業と連携した事業を開始。（上記３） 

 
ⱴ♇♅fi◓◘▬♩ 

 
◐ꜗⱪ◦ꜛfi 
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施 策 （１）地域の活力づくり 
部局名 

課 名 

生活環境部 

生活交通課 事 業 名 「来て。乗って。」絶景、只見線利活用事業 

事業概要 

 令和４年１０月１日の只見線全線運転再開を記念した事業を実施するとと

もに、会津地域が一丸となって、只見線利活用計画で位置付けた各プロジェク

トを推進し、只見線を活用した地域振興を図る。 

事業実績   

沿線自治体やＪＲ東日本を始め、関係団体と連携しながら、只見線の利活用

と、只見線を核とした地域振興に取り組んだ。（129,621千円） 

 

１ 乗って。只見線利活用促進事業 

・定期列車内での特産品販売などのおもてなしを実施したほか、企画列車 

を合計 14回運行した（乗車者：1,790 名）。 

・ダイヤを補う観光周遊バスやパークアンドライドバスを 145日間運行し 

た（利用者：1,748 名）。 

 ・主に首都圏等消費者を対象としたツアーを合計 30回催行した（参加者： 

  ：501名）。 

２ 来て。只見線沿線魅力発信事業 

・只見線全線運転再開１周年記念イベントを、沿線自治体やＪＲ東日本等 

  の関係機関と連携して実施した。 

・おもてなしに係る事業を行う事業者へ、計１０件の補助を行った。 

３ 見て。只見線情報発信事業 

・インバウンド誘客促進のため、台湾での只見線写真展を開催した（来場 

者：６日間で約 2,000 名）。 

・只見線フォトコンテストを開催し、1,734 件の応募をいただいたほか、 

様々な媒体を通じて只見線の魅力を発信した。 

４ 只見線を活用した学びの場支援事業 

・学習列車を合計３８校、1, 705名に方に利用いただくとともに、第２回只

見線全国高校生サミットを１２月１０日に開催した。 

事業の 

ポイント  

 只見線全線運転再開１周年記念イベントを、沿線自治体やＪＲ東日本など

の関係機関と連携して実施したほか、インバウンド誘客を図るため、台湾で只

見線写真展を開催し、只見線の魅力を広くＰＲした。 

 
₈ ₉≤ 

╩ ╢  

 
◘Ⱶ♇♩ 
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施 策 （２）人の流れづくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

地域振興課 事 業 名 地域おこし協力隊支援事業 

事業概要 

 総務省「地域おこし協力隊制度」を活用している自治体の受入態勢の充実に

向けた取組を行うことで、協力隊の設置や隊員の任期終了後の定着を促進し、

地域の活性化及び定住人口の増加を図る｡ 

事業実績   

 地域おこし協力隊の更なる定住・定着を図るため、以下の取組を行った。 

 

１ 定住・定着に向けた課題認識・解決のため、全市町村ヒアリングや市町村

担当者研修を３回開催した。 

 

２ 伝統的な地域産業の後継者育成を目的とした県と市町村の協同による地

域おこし協力隊を３名設置した。 

   喜多方市：雄国根曲竹細工１名 

   白河市：白河だるま２名 

 

３ 過疎化・少子高齢化が著しい奥会津地域の活性化を図るため、県と奥会津

５町村の職員が常駐する「奥会津振興センター」に地域おこし協力隊を１名

設置し、関係機関と連携の下、広域観光振興等の各種事業を実施した。 

 

４ デジタル技術の活用により地域課題の解決を図るため、「デジタル技術活

用型地域おこし協力隊」を１名設置した。 

 

※ このほか、市町村復興・地域づくり支援事業により設置している復興支援

専門員と連携し、地域おこし協力隊等を対象とした研修の開催や隊員同士

のつながり構築を支援するなど、定着促進を図った。 

 

事業の 

ポイント  

隊員の定住・定着に向けたサポート態勢の充実に向け、隊員のサポートに携

わる方々が連携し相互に協力し合う取組を活性化させるため、「福島県地域お

こし協力隊サポーターズクラブ」を構築した。 

 
─◒כⱪ꞉כꜟ◓  
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施 策 （２）人の流れづくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

地域振興課 事 業 名 大学生と集落の協働による地域活性化事業 

事業概要 

人口減少や少子高齢化が進行する過疎・中山間地域において、担い手不足な

どにより、地域住民だけでは集落の活力を維持していくことが困難となって

いることから、地域固有の伝統文化、豊かな自然や景観などの地域の「内なる

力」と、大学生等の持つ新しい視点や行動力、専門知識などの「外からの力」

を活用し、大学生グループによる集落の実態調査、集落活性化策の実証活動、

集落の主体的な取組への伴走支援を通じて集落の活力維持・向上を図る。 

 また、本事業により地域活動に関心の高い大学生と集落との橋渡しを行い、

地域と多様な関わりを持つ関係人口の創出を図る。 

事業実績   

計２４の大学生グループが参加し、集落の活性化に向け以下の事業を実施

した。（事業費：11,240千円） 

 

１ 大学生の力を活用した集落復興支援事業（事業費：2,445 千円） 

１３グループが県内の集落に入り、集落の実態調査や活性化策の提案、提

案に基づく活性化策の実証活動を行った。 

２ 集落自主活動に係る伴走支援事業（事業費：1,616 千円） 

８グループが県内の集落に入り、「地域創生総合支援事業（サポート事

業）」の活用に向けて集落が実施する主体的な取組への伴走支援を行った。 

３ 関係人口づくり強化事業（事業費：329千円） 

  過去に本事業に参加したＯＢ・ＯＧにより構成される２グループが、集落

との絆の再構築や社会経験を踏まえた視点からの支援を行った。 

４ 集落の小さな同窓会事業（事業費：208千円） 

 過去に本事業に参加したＯＢ・ＯＧにより構成される１グループが、地域

や現役生と交流し、改めて集落とつながるきっかけづくりの支援を行った。 

５ 地域づくり交流会・誇れる集落発信事業（事業費：6,642 千円） 

活動成果の共有や関係者の交流を促進するため、活動報告会・交流会を開

催した。 

事業の 

ポイント  

 地域と多様な関わりを持つ関係人口の創出を目的とし、新規事業として実

施した集落の小さな同窓会事業においては、地域で活躍する地域おこし協力

隊員経験者が核となり、集落、現役生、過去に本事業に参加したＯＢ・ＯＧが

継続的に関わりを持ち続けるための方法を検討することができた。 

 
─⅔ ╡≢ ╩ ∆╢  
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施 策 （２）人の流れづくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

ふくしまぐらし推進課 事 業 名 福島に住んで。交流・移住推進事業 

事業概要 

地域の担い手となる人材を確保するため、交流人口や関係人口の創出・拡大

を図りながら、本県の魅力の情報発信及び移住者等の受入体制を強化すると

ともに、市町村等が行う受入環境整備の取組を支援するなど、本県への移住促

進を図る。 

事業実績   

福島の魅力の幅広い発信や受入体制の整備・充実により、交流人口や関係人

口の創出・拡大を図り移住を促進するため、以下のとおり事業や補助金の交付

を実施した。 

 

１ ふくしまぐらし。情報発信事業（事業費：10,050千円） 

 ・県移住ポータルサイトや SNSにより本県の移住関連イベントや市町村 

  情報、支援制度等の情報発信を行った 

２ 「ふくしま関係案内所」設置事業（事業費：12,515千円） 

 ・東京に移住推進員（２名）を配置するほか、大阪事務所においても本県の

魅力発信を行い、首都圏や関西圏での情報発信を強化 

３ 移住促進イベント開催事業（事業費：24,977千円） 

 ・ふくしまの仕事や暮らしを発信するセミナーや市町村と連携した移 

  住相談会等を開催したほか、移住フェア等への出展を通じて、関係 

  人口の拡大や本県への移住の魅力を発信 

  （セミナー等の開催・出展：49回、参加者：1,523 人） 

４ 移住受入体制づくり事業（事業費：59,658千円） 

 ・東京に移住相談員（３名）や移住推進員（２名）、県内７方部に移住 

  コーディネーター（各１名）を配置し、地域ごとの特性を生かした 

  受入体制を整備 

 ・現地活動に係る交通費の補助を行い、移住に向けた活動を推進 

  （補助件数：118件） 

 ・住まいコンシェルジュを設置し、住まいに関する支援を強化 

事業の 

ポイント  

令和５年度から住まいに関する支援を行うコンシェルジュを設置。 

（上記４） 

 
╕™◖fi◦▼ꜟ☺ꜙ 
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施 策 （２）人の流れづくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

ふくしまぐらし推進課 事 業 名 「転職なきふくしまぐらし。」推進事業 

事業概要 

コロナ禍を機としたテレワークの普及・拡大により、働き方の多様化に伴う

個人単位での「転職なき移住」に対する関心が高まり、また、SDGs･地方創生

の実践･社員の地域貢献活動等、企業活動の場として「地方」が注目されてい

る現状を踏まえ、本県独自のテレワーク環境の発信や企業に対するワーケー

ション・地域交流の実践機会の提供により、関係人口の創出及び移住・定住の

きっかけづくりを促進する。 

事業実績   

関係人口の創出及び移住・定住のきっかけづくりを促進するため、以下のと

おり事業を実施した。（事業費：166,976千円） 

 

１ 県外テレワーカー（個人）の呼び込みに係る事業 

 ・県内でのテレワーク体験に係る交通費・宿泊費等の補助（延べ 136名） 

 ・地域交流を伴うワーケーションツアーの実施（計 3回／計 21名参加） 

２ 県内テレワーク施設の魅力発信・強化に係る事業 

 ・県外からの利用者の呼び込みや地域とのつながり構築のための事業に対

する補助 県内 5事業者 

３ 県外企業と地域との関係づくりに係る事業 

・県内におけるワーケーションや移住体験のマネジメントを実施 

  ワーケーション 18社（163名） 

  移住体験     5社（ 12名） 

４ 福島県への「転職なき移住」に係る動画作成及びプロモーション 

・首都圏におけるOOH（Out Of Home）広告の発信 

JR主要 10路線／新宿アルタビジョン／シェアオフィス H1T（127店舗）

／テレキューブ（12箇所） 

 ・ウェブ広告の配信（YouTube、I nstagram、Google、Yahoo!） 

事業の 

ポイント  

令和５年度から、テレワークをきっかけとした関係人口創出のための施策

として、企業向けの地域交流型ワーケーション・お試し移住等の事業を新たに

パッケージ化。 

 

≤─ ◘▬♩ 
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施 策 （２）人の流れづくり 
部局名 

課 名 

企画調整部 

ふくしまぐらし推進課 事 業 名 ふくしまとのつながり深化事業 

事業概要 

新たな人の流れを創出するため、地域のキーパーソンとの交流会やお試し移

住体験による地域活動を通じて、福島との継続した関係性を構築し、関係人口

の拡大や移住・定住の促進を図る。 

事業実績   

福島との継続した関係性を構築し、関係人口の拡大や移住・定住の促進を図

るため、以下のとおり事業を実施した。 

 

１ ふくしま「ヒト・モノ・コト」Link 事業（事業費：2,996 千円） 

「福島を応援したい」、「福島に関わりたい」など、本県とのつながりを求

めている県外在住者に向けて、福島の「ヒト・モノ・コト」を一体的に案内

する関係人口ポータルサイト「ふくしまと関わる Room！」を運営するとと

もに、地域キーパーソンが出演するライブ配信を 10 回実施し、キーパーソ

ンの活動を詳しく紹介するほか、チャット機能を活用した直接交流の機会を

提供した。（キーパーソンの紹介：43名、ライブ配信参加者：467名） 

 

２ ふくしま with you お試し移住村事業（事業費：10,611千円） 

お試し移住するモデル地域「お試し移住村」を県内 13か所で実施し、移

住後の生活を体験できる機会の提供や、市町村窓口と連携した移住相談のサ

ポートを実施した。本事業により、体験後も地域を再訪いただくなど、お試

し移住が地域を知るきっかけとなり、継続的な関係性の構築につながってい

る。（参加者：20組 39名） 

事業の 

ポイント  

・各地域で活躍する様々な分野のキーパーソンと関わることができる。 

・福島を知らない方でも地域を熟知している案内人と接点を持つことができ

るほか、本人の希望に合わせて各エリア間の広域的なコーディネートも可

能。 

 
┤ↄ⇔╕≤ ╦╢Room  
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施 策 （２）人の流れづくり 
部局名 

課 名 

農林水産部 

農村振興課 事 業 名 
中山間地農業ルネッサンス推進事業 

（農村振興） 

事業概要 

 中山間地農業の振興を図るために、有識者を招いた中山間地域振興セミナ

ーや研修会を開催し、地域資源の活用等に係る啓発・意識醸成を図る。 

 また、農村地域との関係を深めて地域の維持・発展に貢献する「農村関係人

口」の創出・拡大を図る。 

事業実績   

農山漁村振興交付金を活用し、農村地域振興セミナーや研修会を開催した

ほか、地域の特色ある取組や農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成に向け

た取組を支援した。 

 

１ 県実施事業（事業費：9,891 千円） 

（１）農業・農村の持続的発展に向けて、日本型直接支払制度の活動組織構成 

員や関係機関・団体などを対象に、農村ＲＭＯをテーマに農村地域振興セ 

ミナーをハイブリッド方式で開催した（363名参加）。 

（２）農村関係人口を活用した農用地保全に向けて、３地区にコーディネータ 

ーを派遣し、地域内対話を行うとともに、２地区で企画や受入実践を支援 

した。 

（３）農村ＲＭＯ伴走支援体制の構築に向けて、中間支援組織による農村Ｒ 

ＭＯモデル地区の支援や県内の事例調査、課題の収集を行った。 

（４）地域リーダー育成のため、地域づくりに精通した大学教授を講師に、地

域の現状把握や課題共有の手法を学ぶ研修会を全３回開催した（のべ６

７名参加）。 

（５）県民参加型の農村ＲＭＯ先進地視察研修を実施し、青森県及び岩手県の

２地区において、取組の経緯や継続の工夫について学んだ。 

２ 市町村・協議会等への支援（事業費：11, 370千円） 

（１）農村ＲＭＯ形成を目指す大石地区農村ＲＭＯ推進協議会「チームさすけ

ネットりょうぜん」（伊達市）に対し、計画・実証等の取組を支援した。 

（２）花き類の輸出を目指す塙町に対し、調査・実証等の取組を支援した。 

事業の 

ポイント  

 農村の維持・発展に外部人材を活用するため、民間のノウハウを活用し、農

村関係人口の創出・拡大を推進した。 

 また、集落機能を補完する農村ＲＭＯの形成に向けて、概要の周知、事例紹

介やモデル地区の取組支援を行った。 

 
☿Ⱶ♫כⱷ▬fi ─  
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₈⇔↔≤ ה ₉⌐ ∆╢  

施 策 （１）農林水産業の振興 
部局名 

課 名 

農林水産部 

農林企画課 事 業 名 
ふくしまの元気を創る地域産業６次化 

推進事業 

事業概要 

「第３期 ふくしま地域産業６次化戦略」に基づき、地域産業６次化を支え 

る担い手を育成するとともに、売れる商品づくり、地域資源を生かしたビジネ 

スモデルの創出等を支援した。 

事業実績   

以下３事業を実施し、県内の６次化実践者等を支援した。 

 

１ ふくしま６次化人材育成事業（事業費：8,000 千円） 

「６次化創業塾」を通じて、６次化創業（起業・実践者）コース及び６次

化創業支援スタッフ（地域コーディネーター）コースの２コースにより、45

名の卒塾生を輩出し、６次化に取り組む実践者等の育成を図った。 

 

２ ふくしま地域産業６次化サポートセンター事業（事業費：55,654千円） 

（１）経営改善支援業務 

６次化プランナー（中小企業診断士等の民間専門家）を派遣し、支援対 

象者４者の経営改善に資する計画の策定等を支援した。 

（２）実践者等支援業務 

・企画推進員（６次化コーディネーター）を県内４か所に配置した。 

・イノベーター(専門家)を公募のうえ 53名をイノベーター登録し、６次

化実践者等へ延べ 151回派遣した。 

・助成事業の実施により、１７件の新商品開発やパッケージデザインの改

良等を支援するとともに、生産者・加工業等の多様な業種が参画する２

つの団体の新商品等開発を支援した。 

・マッチング交流会や個別相談会を開催し、６次化実践者等の知識習得等

を支援した。 

 

３ 地域産業６次化ステップアップ強化事業（事業費：17,607千円） 

県産農林水産物を活用した新商品を自ら生産開始又は生産拡大するため 

に加工機械等への投資を行う事業者等５者を支援した。 

事業の 

ポイント  

地域産業６次化の推進を図るべく、人材育成から商品開発・設備投資の補

助、ビジネス連携、経営発展プラン策定に至るまで、個々のニーズに応じた支

援を実施した。 
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施 策 （１）農林水産業の振興 
部局名 

課 名 

農林水産部 

農業振興課 事 業 名 
スマート農業プロセスイノベーション 

推進事業 

事業概要 

農業の大規模化、効率化、高収益化を図るため、スマート農業技術を活用し

た実証研究を行うとともに、先端技術の実証を通じた普及活動を展開する。ま

た、近年の気象変動に対応するため、産地においてＩＣＴを活用した革新技術

の導入・実証により産地全体の収量・品質の高位平準化を図る。 

事業実績   

以下の各事業で実証研究、現地実証を行った。 

 

１ スマート農業加速化実証プロジェクト事業（事業費：2,046 千円） 

農業総合センターが民間企業等と連携し、スマート農業技術を最大限に

いかせる技術体系の確立に向けた試験研究を実施した。 

また、実用化等の提案やスマート農業の導入効果を検証、普及拡大を図る

ための研修会等を実施した。 

（１）ブロッコリー選別収穫ロボットの開発・実証を通した少人数・大規模栽

培モデルの構築 

 

２ スマート農業社会実装推進事業（事業費：22,809千円） 

（１）被災地等における革新技術の実証 

    水稲乾田直播栽培、タマネギ直播栽培、花き周年栽培など 

    県内６課題７箇所 

（２）中山間地域等におけるスマート農業の実証 

    環境制御技術、自動かん水、鳥獣被害対策など 

    県内１２課題１４箇所 

 

３ ＩＣＴ活用園芸産地革新モデル確立事業（事業費：2,478 千円） 

気象変動の影響により、県内の園芸産地では収量や品質の低下が生じて

いる。このため県内４箇所でＩＣＴを活用した環境測定と高温対策を組み

合わせた技術の導入・実証を行い産地全体の収量や品質の高位平準化を図

った。 

事業の 

ポイント  

前年度までの実証等の結果を踏まえ、課題となる部分により焦点を当てた

内容での実証を継続するとともに、得られた成果について、生産者等への周知

に努めた。 

 
ⱪꜝ► ꜟꜞ♪fiכ꜠◓ה ⌐╟╢ 
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施 策 （１）農林水産業の振興 
部局名 

課 名 

農林水産部 

農業担い手課 事 業 名 
福島県農業経営・就農支援センター 

運営事業 

事業概要 

新規就農者の確保・育成を図るため、改正農業経営基盤強化促進法第１１条

の１１に基づき、県は農業経営・就農支援センターとして機能を担う体制を整

備し、就農等に関する相談対応、希望に応じた市町村関係機関への紹介・調

整、農業経営の改善、法人化や円滑な経営継承等に必要な助言・指導などを行

う相談体制を構築するための事業を実施する。 

事業実績   

 令和５年４月３日に県及び３団体（ＪＡグループ福島、（一社）福島県農業

会議、（公財）福島県農業振興公社）の職員がワンフロアに駐在した福島県農

業経営・就農支援センターを開設し、各種事業を展開した（総事業費：40,409

千円）。 

 

１ 運営管理事業（事業費：22,974千円） 

２ センター新設事業（事業費：1,791 千円） 

福島県農業経営・就農支援センターを令和５年４月に開所し、年間（４～ 

３月）で 1,300 件の相談に対応した（前年度比 137％）。 

３ 農業経営・就農サポート推進事業（事業費：10,143千円） 

相談対応の結果、特に集中した支援が必要な経営体１５件を重点支援対

象者に選定し、専門家派遣等による支援を行った。 

４ 農業経営高度化支援事業（事業費：250千円） 

法人化を目指す農業経営体１件に対し、専門家派遣等を実施した。 

５ 青色申告普及推進事業（事業費：8,696 千円） 

セミナーを県内５か所で開催し、４９名が参加した。このうち２０名が青

色申告へ移行した。 

６ 伴走支援強化事業（事業費：4,475 千円） 

伴走支援を強化するため、福島県農業経営・就農支援センターを構成する

団体が得意とする分野の現状の調査分析を実施し、次年度の支援策に反映

させた。 

７ 新規就農者等担い手活性化事業（事業費：605千円） 

雇用就農の定着率の改善を図るため、農業法人等を対象とした雇用実態

調査を実施した。 

事業の 

ポイント  

福島県農業経営・就農支援センターは国内でも類を見ないワンストップ、ワ

ンフロアで支援する体制となっており、就農から定着、農業経営の安定から発

展まで、各ステージに応じたきめ細かな支援を行っている。 

 
ה ☿fi♃כ  
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施 策 （１）農林水産業の振興 
部局名 

課 名 

農林水産部 

森林計画課 事 業 名 林業アカデミーふくしま運営事業 

事業概要 

 本県の森林再生や林業・木材産業の成長産業化の実現に必要な林業人材を

育成するため、令和４年度に供用を開始した林業アカデミーふくしま研修施

設における研修を実施する。 

事業実績   

以下の取組を通じて、林業アカデミーふくしま研修施設の運営及び研修を

実施した。（事業費：88,061千円） 

 

１ 林業アカデミーふくしま研修施設の運営 

（１）林業アカデミーふくしま運営会議の開催 

研修内容等について意見を求めるための外部有識者会議である「林業 

アカデミーふくしま運営会議」を計２回開催して研修カリキュラムの改 

善等を行った。 

（２）林業アカデミーふくしまサポートチームとの連携 

森林・林業・木材産業等に精通した団体及び企業等を構成員とする「林 

業アカデミーふくしまサポートチーム」の協力により研修を効果的に運 

営した。 

２ 研修 

（１）林業アカデミーふくしま短期研修 

林業従事者の育成や技術力向上及び地域森林管理の役割を担う市町村

職員の知識習得のための短期研修を実施し、計１５講座に延べ 150名が参

加した。 

（２）林業アカデミーふくしま就業前長期研修 

林業への就業希望者を対象に林業に関する知識や技術・技能を習得する

ための就業前長期研修を実施し、研修を修了した１４名が県内の林業に就

業した。併せて、次年度研修生募集に向けてＰＲ等を行った。 

事業の 

ポイント  

林業アカデミーふくしま運営会議構成員や林業アカデミーふくしまサポー

トチーム構成員による外部からの意見を取り入れながら事業を執行した。 

 
 

 
─  
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施 策 （２）地域資源をいかした産業の振興 
部局名 

課 名 

観光交流局 

観光交流課 事 業 名 観光地域づくり総合推進事業 

事業概要 

新型感染症をはじめとした外的要因に大きく左右されない、安定的で継続

的な国内観光需要を獲得するため、地域の観光コンテンツの造成・磨き上げ・

流通までの一連のサポートを行うほか、地域と協働し、コロナ禍において注目

が高まったニューツーリズムの推進や、企業と連携した誘客促進を実施する。 

事業実績   

１ 観光コンテンツブラッシュアップ支援事業 

 地域の観光コンテンツの磨き上げに係る一連のサポートを実施した。 

・支援団体数：６団体 

２ 域内観光モデル創出事業 

コロナ禍で注目を高めた「マイクロツーリズム」の要素を取り入れた、ウ

ィズからアフターにも通用する域内観光モデルを創出した。 

・支援団体：２エリア 

３ ふくしま発酵ツーリズム推進事業 

コロナ禍で健康志向が高まった状況下、本県の豊かな発酵食文化を活用

し、食と健康を結ぶ新たな付加価値のある観光コンテンツを磨き上げ、ウィ

ズ・アフターコロナにおいて健康や美容に関心の高い層の誘客促進を図っ

た。 

・「美を醸すふくしまＰＲ大使」の任命 

・イベントの開催：３回 

・プロモーション：ウェブサイトやＳＮＳ、メディア等を活用した情報発信 

・インフルエンサー招請：３回 

４ 人気キャラクターを活用したふくしまスマイル事業 

（株）ポケモンとの連携を図り、ふくしま応援ポケモン「ラッキー」と共

に様々な企画を展開することで、ファミリー層やポケモンファン層などの

ターゲットに対して誘客を行った。 

・花や観光の名所でのラッキーグリーティング実施：３回 

・ラッキーと桃っとキャンペーン開催：R5.7.22 ～R5.8.27 

・ラッキーマルシェwith ポケモンローカル Acts 開催：R6.1.13～R6.2.25 

事業の 

ポイント  

新型感染症をはじめとした外的要因に大きく左右されない安定的かつ継続

的な国内観光需要を獲得するため、既存コンテンツの磨き上げ、掘り起こし等

多角的な支援を行うことで「地域としての魅力」でファンを獲得。 

 
─▼◦ꜟⱴכ◐♇ꜝ  
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施 策 （２）地域資源をいかした産業の振興 
部局名 

課 名 

観光交流局 

観光交流課 事 業 名 教育旅行復興事業 

事業概要 

震災・原発事故の影響により回復が遅れている教育旅行の誘致に向け、県内

で宿泊を伴う教育旅行を実施する県外の学校へのバス経費補助を行う。また、

本県ならではの教育旅行プログラム「ホープツーリズム」を核とした探究学習

プログラムの磨き上げ・周知のための教育旅行関係者向けモニターツアー、合

宿関係施設の広域連携促進による受入体制の強化等を行うとともに、学校や

旅行会社への継続的な情報発信・営業活動を実施する。 

事業実績   

１ 教育旅行復興事業 

   県内で宿泊を伴う教育旅行等を実施する学校等に対し、その移動に係る

バス費用の一部補助を行った。 

・交付決定件数：1,289 件                                 

２ 教育旅行誘致促進事業（誘致活動） 

   学校、教育委員会等を対象とした訪問、誘致活動を実施するとともに、今

後の効果的な誘致活動につなげるための入込調査等を実施した。 

・キャラバン実績：２０都道府県 206か所  

３ 教育旅行魅力発信強化事業（モニターツアー等） 

   福島ならではの学習プログラムの磨き上げのため、教育旅行関係者等を

対象としたモニターツアーを実施するとともに、来県校の取材とその内容

をまとめた教育旅行事例集等を作成した。 

・教育関係者向けモニターツアー（５回 ７２名） 

・教育旅行ＡＧＴ向けモニターツアー（２回 １２名） 

４ 合宿の里ふくしま復興事業 

   広域連携での合宿誘致強化を支援することで県内各地域の受入体制や発

信力等を強化し、本県の合宿の魅力を全国に伝え、交流人口拡大と風評払

拭を図った。 

・合宿誘致強化エリア：８エリアを支援（県南、新地・相馬、広野・楢葉・

富岡、南会津、郡山、二本松、県北広域圏、北塩原・磐梯・猪苗代） 

事業の 

ポイント  

・バス助成では３年以上継続利用校へリピーター加算を追加 

・新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行を受け、３年ぶりにリアルで

のキャラバンを再開 

・合宿強化エリアの取組を他のエリアにも共有、受入体制や発信力等を強化 

 
╩ ⇔⁸ ╩ ℮  
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施 策 （２）地域資源をいかした産業の振興 
部局名 

課 名 

観光交流局 

県産品振興戦略課 事 業 名 進化する伝統産業創生事業 

事業概要 

伝統産業人材の後継者不足や、消費者のライフスタイル、価値観の変化によ

る需要減少等の課題解決に向け、後継者育成や販路拡大に取り組むため、「ふ

くしまクリエイティブクラフトアカデミー」や「福島県クリエイター育成イン

ターンシップ」を実施。 

事業実績   

１ ふくしまクリエイティブクラフトアカデミー 

県内の伝統工芸、地場産業に携わる職人・事業者や今後それらの担い手を 

目指す方を対象に、２コース全５回の講義を実施。マーケティング・ブラン

ディング等に係る知識を習得し、販売力強化に向けたスキルアップを図る

とともに、県内の各産地や若手職人等の連携を支援。２１名が受講し１７名

が修了した。 

・Ａコース：ふくしまのプチギフト、Ｂコース：海外販路を目指す 

  第１回講義（開講式）コシノジュンコ氏と能作克治氏（（株）能作会長） 

との特別対談を実施。 

  第２回講義 日本百貨店にほんばし総本店バイヤーをアドバイザーに 

商品開発ワークショップを実施。 

  第３回講義（先進地視察）静岡県 

  第４回講義 日本百貨店にほんばし総本店バイヤーをアドバイザーに 

        商品開発ワークショップを実施。 

  第５回講義（閉講式）コシノジュンコ氏による、開発商品の講評を実施。 

２ 福島県クリエイター育成インターンシップ 

  伝統工芸や地場産業への関心が高い県内外の大学生等を対象に、技術や 

販売等の職場体験を通した後継者育成を図ることを目的にインターンシッ 

プを実施。下記事業者へ、合計４４名が参加した。 

・大堀相馬焼陶吉郎窯、(株)二本松市振興公社二本松市和紙伝承館、 

(有)井上窯、大堀相馬焼錨屋窯、大堀相馬焼松永窯、(有)久保木畳店、 

(株)一十八日、出ヶ原和紙工房、工房おりをり、(株)はらっぱ、 

(一社)BOOT 

事業の 

ポイント  

講義について、従来の商品開発コースに加え、既存商品のアップデートを行

いながら、海外のバイヤーと商談機会を設け海外販路の新規開拓に取り組む

コースを設置した。 

 
┤ↄ⇔╕◒ꜞ◄▬♥▫Ⱪ◒ꜝⱨ♩▪◌♦Ⱶכ 
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施 策 （３）働く場の確保 
部局名 

課 名 

企画調整部 

地域振興課 事 業 名 特定地域づくり推進事業 

事業概要 

 過疎指定市町村など人口が急減している地域において、地域の事業者によ

って設立された事業協同組合が組合員の仕事を組み合わせて、年間を通じて

安定して働ける場を創出するとともに、組合で通年雇用した職員を派遣する

ことによって、地域の担い手確保につなげる「特定地域づくり事業協同組合制

度」の活用を促すため、組合の設立を検討している市町村や事業者等に対して

支援を行う。 

事業実績   

当該制度を活用するためには、「事業協同組合の設立認可」「特定地域づくり

事業協同組合の認定」「労働者派遣事業の届出」の手続きが必要で、検討から

事業開始まで概ね１０か月の期間を要するなど、制度の複雑さが課題となっ

ている。 

そこで、各手続きを所管する総務省、中小企業団体中央会及び労働局と連携

し、制度の周知と活用の機運醸成を図るとともに、活用を検討中の市町村には

個別相談に応じるなど、事業開始に向けた伴走支援を実施した（令和５年度組

合認定：３件）。 

さらに、事業認定後も組合の運営を安定化させるための支援を行った（事業

費：1,907 千円）。 

 

〈県内の制度活用状況（令和６年４月、総務省調査）〉 

  ■活用中（組合認定済み） 

   喜多方市（協同組合ジョイフルワーク喜多方） 

   只見町（只見働き隊事業協同組合） 

   西会津町（協同組合マルチワークスにしあいづ） 

   柳津町・三島町・昭和村（奥会津地域づくり協同組合） 

   金山町（奥会津かねやま福業協同組合） 

   会津美里町（会津美里町地域づくり事業協同組合） 

   楢葉町（楢葉町特定地域づくり事業協同組合） 

  ■活用意向あり：１市町村（１組合） 

事業の 

ポイント  

当該制度の検討から設立・運営までをサポートする専門人材として、福島県

過疎地域等政策支援員「福島県特定地域づくり事業協同組合制度コーディネ

ーター」を配置し、市町村や事業者向けのセミナーの開催や相談対応、組合の

運営に対する助言などの伴走支援を行った。 

 
≢ ∆╢ⱴꜟ♅꞉כ◌כ 
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施 策 （３）働く場の確保 
部局名 

課 名 

商工労働部 

経営金融課 事 業 名 ふくしま事業承継等支援事業 

事業概要 

経営者の年齢分布を考慮すると、今後１０年程度で多くの中小企業が事業

承継のタイミングを迎えることが想定されている。経営者の高齢化や後継者

の不在などの課題を解決するため、事業者の様々な課題・ステージに応じた施

策を用意し、県及び関係機関が一体となった円滑な事業承継支援を行う。 

事業実績   

以下の各種支援事業を実施した。 

 

１ 事業承継支援人材育成支援事業 

（１）事業承継を支援する専門家育成のため、制度説明セミナーを実施した。 

・第１回 郡山会場  参加者数：２３名 

  ・第２回 福島会場  参加者数：１５名 

  ・第３回 いわき会場 参加者数：１６名 

  ・第４回 会津会場  参加者数： ７名  計６１名 

（２）事業承継の事業者支援者（金融機関等）向けセミナーを開催した。 

・集合・オンライン   参加者数：１７名 

 

２ ふくしま小規模事業者等いきいき支援事業 

事業者や商店街等への持続的発展に係る取組経費へ補助を実施した。 

   ・小規模企業者枠 補助件数：１０８件 金額：28,967千円 

・商店街枠    補助件数： １４件 金額：13,385千円 

   計           １２２件     42,352千円 

 

３ ふくしま事業承継資金（中小企業制度資金） 

事業承継に必要な株式買い取り資金等への資金繰り支援を実施した。 

   ・融資実行件数：１３件   

・融資実行金額：435,000千円 

事業の 

ポイント  

・事業承継税制セミナーでは、税理士や商工団体・金融機関職員に対し、事業

承継税制の重要性について周知を図ることができた。 

・ふくしま事業承継資金（中小企業制度資金）の実績は令和元年：実績無し、

令和２年：１件 30,000千円、令和３年：２件 50,000千円、令和４年：１５

件 474,000 千円と利用増加傾向であり、県内事業者や金融機関等をはじめ

とした支援機関への周知が図られてきている。 

 ☿Ⱶ♫כ─  
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施 策 （３）働く場の確保 
部局名 

課 名 

商工労働部 

産業振興課 事 業 名 スタートアップふくしま創造事業 

事業概要 

 総合的な創業支援施策として、起業前から起業後まで、個人事業主から大学

発ベンチャー、社会的起業家まで一貫して支援する体制を整備することによ

り、県内に起業が次々と生まれ着実に成長していく「スタートアップの地ふく

しま」の創造を目指す。 

事業実績 

１ 起業の環境整備・マインド醸成事業（事業費：25,881千円） 

・創業支援ウェブサイト「ビズスタふくしま」運営 

・創業塾の開催 １３名卒塾 

・創業スクールの開催 ４６名受講 

・ふくしまベンチャーアワードの開催 ４３名応募 

２ 女性起業家育成環境整備事業（事業費：5,785 千円） 

・起業アテンダント養成研修 １８名修了 

・女性起業家によるセミナー等の企画 

３ Ｆターン起業家創出・育成事業（事業費：7,001 千円）  

・首都圏での個別相談会（１０回）、フックイベント等開催（４回）、 

モニターツアー開催（１回） 

４ 地域課題解決型起業支援事業（事業費：64,398千円） 

・創業補助金の交付・伴走支援 29名交付 

５ 大学発イノベーティブ・ベンチャー創出事業（事業費：31,596千円)   

・大学等の研究者の技術シーズの発掘・伴走支援  

・未来の起業家（大学・中高校生）へのワークショップ等 

６ 創業支援機関等ネットワーク強化事業（事業費：7,292 千円） 

・県内創業支援者のスキルアップ研修 ３８名受講 

７ テック系スタート支援事業（事業費：21,127千円)   

・技術系コーディネーによるスタートアップや地元連携企業とのマッチン

グ支援 

事業の 

ポイント 

 創業支援者の支援スキル向上を目的とした研修や、スタートアップへの技

術相談・マッチング支援を新規に実施することで、県内創業支援の底上げを図

った。 

 
┤ↄ⇔╕ⱬfi♅ꜗכ▪꞉כ♪ 2023  
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₈ ╠⇔ ₉⌐ ∆╢  

施 策 （１）地域医療・地域包括ケアシステムの充実 
部局名 

課 名 

保健福祉部 

地域医療課 事 業 名 在宅医療拠点整備事業 

事業概要 

 医師、看護師等で構成する訪問診療チームを形成し、奥会津地域における２

４時間３６５日対応の見守り体制の構築に係る経費を支援する。 

 また、診療を通しながら、在宅医療や地域医療等に関する調査・研究を実施

し、県内の在宅医療の推進を図るための経費を支援する。 

事業実績   

 実施した具体的な内容（事業費：93,822千円） 

 

１ 訪問診療 

  定期診療、緊急時往診、在宅看取り、薬剤・点滴の処方、 

 他科コンサルタント（宮下病院、会津医療センターなど）、 

 各種予防接種、血液検査、超音波検査、救急車同乗 

 

  年間訪問件数は、訪問診療（予定診療）が 1,430 件、往診（緊急診察）が 

162件で、合計 1,592 件となった。 

 

２ 訪問看護 

  状態観察、急変時対応、薬剤管理、 

 清潔ケア（清拭、陰部洗浄、洗髪、手浴、足浴、入浴介助、爪切り）、 

 排便コントロール、在宅酸素の管理、指導、痰吸引 等 

 

  年間訪問件数は、介護保険（予定訪問＋緊急）が 1,544 件、医療保険 

（予定訪問＋緊急）が 196件で、合計 1,740 件となった。 

事業の 

ポイント  

奥会津地域に在宅医療を提供するための拠点施設を整備し、宮下病院、町村

等の関係機関と連携して、地域住民に対し訪問診療や訪問看護などの在宅医

療サービスを提供した。 

 
☿fi♃כ☻♃♇ⱨ 
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施 策 （１）地域医療・地域包括ケアシステムの充実 
部局名 

課 名 

保健福祉部 

健康づくり推進課 事 業 名 地域包括ケアシステム構築支援事業 

事業概要 

 高齢者が地域で暮らし続けるための地域包括ケアシステムの構築を推進す

るため、地域の特性に応じた市町村への取組支援や住民全体へのフレイル予

防への動機付けを促す普及啓発事業などを実施する。 

事業実績   

以下の各種事業を実施した。 

 

１ 地域包括ケアシステム深化・推進事業（事業費：14,342千円） 

地域包括ケアシステムの深化・推進を目的に、市町村の実施する体制整備

等への補助を行った。補助事業数：１４市町村２１事業 

２ 生活支援体制整備推進事業（事業費：6,329 千円） 

市町村における生活支援体制整備の推進のため、アドバイザー派遣や研

修会等を実施した。研修会：３回開催 

３ 在宅医療・介護連携支援センター設置促進事業（事業費：11,910千円） 

奥会津地方に地域の在宅医療・介護連携の拠点を設置し、在宅医療と介護

連携の充実を図った。配置センター数：１ 

４ 被災地「地域包括ケアシステム」構築総合支援（事業費：23,580千円） 

被災地域の状況に応じた地域包括ケアシステムの構築のため、専門家等

と連携した被災町村への個別支援や ICT を活用した体制整備への補助を行

った。補助事業数：２町２事業 

５ 被災地「高齢者の自立支援・重度化対策事業」（事業費：24,996千円） 

高齢者の自立支援や重度化防止のため、県民へフレイル対策の普及啓発

を図った。 

普及啓発：イベント開催１１組２７名、ポスター約 2,028 枚、 

ハンドブック約 44,033部、新聞、テレビ、ラジオ、 

市町村広報誌、情報誌、ヨークベニマルチラシ、SNS等 

事業の 

ポイント  

フレイル予防の認知度向上を図り、更に一人一人の行動変容へ結びつけて

いくため、様々なメディアや企業等と連携した長期的、継続的なフレイル予防

の普及啓発に取り組んだ。 

   
ⱨ꜠▬ꜟ  ♩♇꜠ⱨכꜞ
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施 策 （２）子育て・教育環境の充実 
部局名 

課 名 

こども未来局 

こども・青少年政策課 事 業 名 地域で支える子育て推進事業 

事業概要 

地域の特性を生かした自主的な子育て支援や親支援の活動を促進し、地域

全体で子育てを支援する機運の一層の醸成を図るため、民間団体や市町村の

取り組みを支援するもの。 

 多様なニーズに対応した子育て支援や親支援等の企画を募集し、優秀な企

画を提案した民間団体及び市町村に対して補助を行う。 

事業実績   

地域の子育て力を向上させ、地域全体での子育て支援を応援するため、子育 

て支援を行う民間団体や市町村の取組に対して補助を行った。 

 

１ 補助金交付額：7,127 千円 

 

２ 補助金交付件数：１５件（民間団体：１３件、市町村：２件） 

 

３ 事業内容 

（１）親や家族の子育てに関する悩みや不安についての相談事業 

（２）子育て支援者・親支援者のスキルアップ事業 

（３）広く地域で子育て支援に取り組む機運を高めるための事業 

（４）子どもの権利擁護、啓発等に関する事業 

（５）地域の実情に応じた子育て支援･親支援事業として県が必要と認めた 

事業 

（６）市町村が創意工夫により実施する子育ち・子育て支援事業 

事業の 

ポイント  

当該事業の中で実施していたこども食堂に関する支援を、令和５年度から

こどもの居場所づくり支援事業で行っており、地域全体での子育て支援・親支

援の支援を重視して民間団体や市町村の取組を支援している。 

 
≡  
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施 策 （２）子育て・教育環境の充実 
部局名 

課 名 

教育庁 

高校教育課 事 業 名 
ふくしまを創る若者のプラットフォーム

構築事業 

事業概要 

若年層の県内還流及び定住を促進するため、各県立高校での地域協働によ

る地域課題探究活動の更なる推進に向け、校内体制及び地域との連携体制の

構築を図るとともに、大学生等の若者と地域とのつながりを創出する仕組み

を構築する。 

事業実績   

全県立高等学校で地域課題探究活動の更なる推進のため、県内７地区に地

域ネットワーク推進委員を配置するとともに、地域人材ネットワークバンク

を作成し、「若手人材」・「地域人材」を活用できる環境を整えた。 

また、「若手人材」・「地域人材」を活用した地域課題探究活動を推進するた

めに、全県立高校に必要経費を予算配分した。 

加えて、地域課題探究活動について共有化し、内容を深めるために高校生

に対しては、「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」を開催した。また、

教員に対しては、探究活動のプログラム作成についての研修会を実施した。

（事業費：18,546千円） 

 

１ 県内７地区に地域ネットワーク推進委員を配置 

・拠点校：伊達、白河旭、喜多方、磐城桜が丘 

・訪問校：相馬総合、郡山東、南会津 

 

２ 「若手人材」・「地域人材」を活用した地域課題探究活動の支援 

・対象：全県立高等学校 

 

３ ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト（本選：令和５年９月９日） 

 

４ 教員研修会の実施（令和５年１０月１８日） 

事業の 

ポイント  

県内の７地区に地域ネットワーク推進委員を配置することにより、県内の

全域で地域課題探究活動を支援できるようにした。また、地域課題探究活動の

共有に当たっては高校生だけでなく、教員も情報共有できるようにした。 

 
─√╘ ⅜ ≤ 
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施 策 （３）生活環境の維持・向上 
部局名 

課 名 

危機管理部 

災害対策課 事 業 名 
社会全体で災害に備えるための防災体制

強化事業 

事業概要 
東日本大震災などの大規模災害に備えるために、自助・共助・公助の取組を

より一層強化し、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織への支援を行う。 

事業実績   

自主防災組織リーダー（町内会長、防火クラブ会員、防災士）などを対象と

した研修事業や自主防災組織等が行う研修や訓練等の活動や資機材整備に対

する経費負担又は補助を行う市町村への助成事業を実施した（事業費：13,591

千円）。 

 

１ 自主防災組織リーダー研修会 

自主防災組織等の指導的立場にある者を対象とし、必要な知識、技能を習

得させるとともに、その役割について理解を深め、その地域における自主防

災組織の活性化のために活躍できる人材の育成等を図り、地域の防災力向上

に資することを目的として実施した。 

（１）福島会場（R5.7.22 自治会館） 

   福島市、会津若松市、郡山市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、 

  本宮市、桑折町、北塩原村、三春町、楢葉町の１２市町村から計６０名が 

参加した。 

（２）会津若松会場（R5.9.2 会津若松市文化センター） 

   福島市、会津若松市、郡山市、須賀川市、喜多方市、北塩原村、棚倉町 

  の７市町村から計２７名が参加した。 

 

２ 自主防災組織活動促進・資機材整備事業 

（１）活動促進事業 

自主防災組織が実施する研修や訓練について、市町村が負担又は補助す

る経費の一部を補助した（補助件数：２７件）。 

（２）資機材整備事業 

既存の自主防災組織が実施する防災資機材整備や自主防災組織の新規

設立に伴う防災資機材整備について、市町村が負担又は補助する経費の一

部を補助した（補助件数：４１件）。 

事業の 

ポイント  

地域の共助の要である自主防災組織の活動の活性化を図るため、自主防災組

織の活動に要する費用への支援を充実させるとともに、自主防災組織の活動に

対する助言や訓練支援を行うなど伴走支援を行った。 

 
─┼כ♄כꜞ  
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施 策 （３）生活環境の維持・向上 
部局名 

課 名 

企画調整部 

デジタル変革課 事 業 名 デジタル変革（ＤＸ）推進事業 

事業概要 

福島県デジタル（ＤＸ）推進基本方針に基づき、市町村へのアドバイザー派

遣による人的支援や補助金による財政支援、県民の情報リテラシーの向上等

を行い、本県のデジタル変革の推進を図る。 

事業実績   

１ ＩＣＴアドバイザー市町村派遣事業（事業費：30,446 千円） 

（１）事業内容 

要望があった以下の 20市町村（うち、過疎・中山間地域は 19市町村） 

に対し、専門家の派遣を行い、ＩＣＴ化推進の支援を行った。 

（２）実施状況（「※」は過疎・中山間地域の対象外） 

福島市、いわき市、白河市、二本松市、南相馬市、伊達市、国見町、 

下郷町、檜枝岐村、昭和村、泉崎村※、鮫川村、玉川村、平田村、 

浅川町、古殿町、小野町、楢葉町、川内村、双葉町 

２ ＩＣＴ推進市町村支援事業（事業費：37,738 千円） 

（１）事業内容 

申請のあった以下の 22市町村（うち、過疎・中山間地域は 18市町村） 

に対し、先端的なＩＣＴの導入費等に係る補助金を交付した。 

（２）実施状況（「※」は過疎・中山間地域の対象外） 

福島市、白河市、須賀川市、二本松市、南相馬市、川俣町、鏡石町※、 

下郷町、南会津町、湯川村、柳津町、会津美里町、泉崎村※、中島村※、 

矢吹町※、棚倉町、鮫川村、石川町、三春町、楢葉町、川内村、飯舘村 

３ 情報リテラシー向上事業（事業費：5,969 千円） 

（１）事業内容 

要望のあった以下の 28町村（うち、過疎・中山間地域は 24町村）の住 

民を対象として、スマホ・タブレット教室を実施した。 

（２）実施状況（「※」は過疎・中山間地域の対象外） 

桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町※、天栄村、南会津町、西会津町、 

会津坂下町、湯川村、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、泉崎村※、 

矢吹町※、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、平田村、浅川町、古殿町、 

小野町、楢葉町、浪江町、葛尾村、新地町※、飯舘村 

事業の 

ポイント  

情報リテラシー向上事業では、会津大学主催の「女性のためのＩＴキャリア

アップ塾」と連携し、塾の受講生にスマホ・タブレット教室のアシスタントを

務めてもらった。受講生が実際にスマートフォン等の操作方法等を指導する

場を提供することで、ＩＴ人材の育成にも寄与した。 

 
☻ⱴⱱה♃Ⱪ꜠♇♩ ─  
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施 策 （３）生活環境の維持・向上 
部局名 

課 名 

生活環境部 

生活交通課 事 業 名 市町村生活交通対策のための補助 

事業概要 

市町村が住民の生活交通の確保のために行う生活交通対策事業について、

収支状況や財政力指数に応じて運行費を補助する。 

また、持続可能な公共交通網の構築に向けた地域公共交通計画の策定や、

当該計画に基づき実施する実証事業などの取組を支援する。 

事業実績   

１ 運行費補助金（補助額：166,529千円） 

市町村が住民の生活交通の確保のために行う生活交通対策事業につい

て、収支状況や財政力指数に応じて運行費を補助した。 

ア 補助先：３６市町村 

イ 補助対象事業：乗合バス運行、デマンド型乗合タクシー運行 

 

２ 地域公共交通活性化補助金（補助額：24,188千円） 

（１）各市町村の地域公共交通計画に位置付けられている乗合バス、デマンド

型乗合タクシー等を活用した公共交通対策の実証事業への補助を実施し

た。 

ア 補助先：市町村または法定協議会 ８市町村 

イ 補助対象事業：実証事業 

①  乗合バス：大玉村、矢吹町  

②  デマンド型乗合交通：鮫川村、西郷村、田村市、喜多方市 

③  一般タクシー：いわき市、本宮市  

（２）地域公共交通計画及び地域公共交通利便増進実施計画の策定事業への

補助を実施した。 

ア 補助先：市町村または法定協議会 ８市町村 

イ 補助対象事業：計画策定（福島市、いわき市、二本松市、須賀川市、 

白河市、小野町、矢吹町、南会津町） 

事業の 

ポイント  

実証運行事業では実証の１年目から２年目までを補助対象期間としてお

り、２年目の市町村については、１年目の利用状況や課題等の調査・分析を行

い、住民のニーズに沿った運行形態への改善を図り、利便性の向上や利用者数

の増加に向けて取り組んでいる。 

 
כ◦◒♃  

 
Ᵽ☻  

 

  



 

44 

 

 

施 策 （３）生活環境の維持・向上 
部局名 

課 名 

土木部 

建築指導課 事 業 名 
「住んでふくしま」空き家対策総合支援

事業 

事業概要 

県外からの移住・交流人口拡大の促進、県内の新婚・子育て世帯の居住水準

の向上、東日本大震災による避難者等の住宅再建等に対応しながら、空き家の

有効活用を図るため、空き家のリフォーム等に係る費用を補助している。 

 補助内容は、改修工事費の２分の１（上限１５０万円）及びハウスクリーニ

ング等の必要経費（上限３０万円）で、空き家バンクに登録されている空き家

を取得した場合は２０万円、一定の広さを有する場合は最大５０万円を加算

している。 

事業実績   

 県内に移住や二地域居住をしようとする者が自ら実施した、空き家のリフ

ォーム等の費用を補助することで、移住・交流人口の増加が図られ、過疎・中

山間地域の振興につながった。 

 

１ 令和５年度の補助実績 

空き家のリフォーム等への補助：９１件、計 128, 688千円 

※うち、県外からの移住者：３１件 

         子育て世帯：４８件 

 

２ 空き家の所在地（圏域）別内訳 

県北 ：３１件、県中 ：６件、県南：３件、会津若松：１４件、 

喜多方：１４件、南会津：８件、相双：９件、いわき ： ６件 

事業の 

ポイント  

子育て支援拠点等への積極的な周知により、特に子育て世帯の活用実績が

増加し、定住の促進につながった。 

 
▬ⱷכ☺  

 
▬ⱷכ☺  
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施 策 （４）里山の保全と自然との共生 
部局名 

課 名 

企画調整部 

エネルギー課 事 業 名 再生可能エネルギー地産地消支援事業 

事業概要 

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再エネの最大限の導入が求め

られている中で、再エネの地産地消・自家消費の推進は地域にとって喫緊の課

題であり、取組の加速化が求められる。 

本事業では、自家消費型再エネ設備等の導入に対する助成を通じ、再エネの

地産地消を進めることで、地域レジリエンスの向上や、カーボンニュートラル

の実現を推進する。 

事業実績   

１ 福島県住宅用太陽光発電設備等補助金 

太陽光発電設備、蓄電池及びＶ２Ｈの導入に対して補助を実施した。 

 ・太陽光 交付決定：2,118 件 

 ・蓄電池 交付決定：  839件 

 ・Ｖ２Ｈ 交付決定：   24件 

 

２ 自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業 

自家消費型太陽光設備の導入に対して補助を実施した。 

 ・交付決定：120件 

 

３ 福島県自家消費型再生可能エネルギー導入支援事業（脱炭素×復興まち

づくり）補助金 

自家消費型の再エネ設備の導入に係る計画策定事業、設備導入事業に対

して補助を実施した。 

 ・計画策定１件、設備導入１０件 

 

■ 過疎・中山間地域における事業 

 ・三和部品工業㈱：本社工場における自家消費型太陽光発電設備導入事業 

     （西郷村） 

 ・㈱ウッドコア：自家消費型太陽光発電設備・蓄電池の導入（浪江町） 

  ・㈱Ｊヴィレッジ：Ｊヴィレッジ「冬のひろば」太陽光発電設備設置事業 

（楢葉町） 

  ・福島復興風力（同）：平常時、災害時を問わず常なる地域社会との共存、

共栄を可能とする再エネ設備等導入によるゼロエ

ネルギービル（ＺＥＢ）の実現事業（田村市） 

事業の 

ポイント  
令和５年度より自家消費型住宅用太陽光発電設備への補助を新たに開始。 

  
fl▫꜠♇☺⌐ ↕╣√  
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施 策 （４）里山の保全と自然との共生 
部局名 

課 名 

生活環境部 

自然保護課 事 業 名 鳥獣被害対策強化事業 

事業概要 

ツキノワグマやイノシシ等の野生動物による人的被害の発生や農林業被害

が深刻化していることから、地域の実情を踏まえ、捕獲、被害防除、生息環境

管理を組み合わせた総合的な対策を実施することで被害を減少させ、中山間地

域の安全な生活の確保を目指す。 

事業実績   

 以下の事業を実施した。（事業費：335,335千円） 

 

１ イノシシ対策 

市町村や猟友会等と連携し、最大限の捕獲に取り組んだ。 

また、捕獲・生息環境管理・被害防除を組み合わせた地区単位での総合的

な対策を支援する市町村に対して補助を行った。 

Ｒ５実績 捕獲頭数 6,289 頭 

補助事業 計９地区（他の獣種対策分を含む） 

 

２ ツキノワグマ対策 

専門家による集落の環境診断を行うとともに、地区単位での総合的な対策

を支援する市町村に対して補助を行った。 

Ｒ５実績 河川敷の藪刈り払い ２河川 

補助事 業計９地区（他の獣種対策分を含む） 

 

事業の 

ポイント  

地域単位での住民主体による対策については、専門家の助言を踏まえて、効

果的な対策を実施した。 

 
⌐╟╢▬ⱡ◦◦ ─  

 
♠◐ⱡ꞉◓ⱴ ─√╘─  
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現 状 と
課 題

重点的に
取り組む
分 野

事業内容

事業成果
地域おこし協力隊交流会を７回実施し、延べ
109名(うち地域おこし協力隊員100名)が参加し
た。

今 後 の
方 向 性

交流会に加え、隊員の活動報告や疑問等に答え
るワークショップを開催し、協力隊活動の充実
と卒隊後の地域への定着を促進していく。

事業内容

事業成果
令和6年1月16日に講演と地域で活躍する女性3
名のパネルディスカッションによる女性サミッ
トを開催し、76名が参加した。

今 後 の
方 向 性

本サミットの開催により明確となった６次化産
業化など地域農業を持続可能にするための方策
や課題をグリーン・ツーリズムの活動に反映
し、中山間地域における関係人口の拡大による
農林業の活性化を図る。

事業内容

事業成果

食に関する行事や研修会を7回実施し、延べ173
名が参加した。また、食育や事業内容の普及啓
発のためチラシの作成・配布を行い、町民の健
康づくり意識を深めた。

今 後 の
方 向 性

対象を子育て世代から町民全体に拡大し、生涯
を通じた心身の健康を支える食生活について理
解を広める取組を行う。

３　食をとおした健康なまちづくり担い手育成事業
　　 （目標：健康づくりと人材育成）

川俣町のNPO法人と食生活改善推進員が協働し、食に関する行事や研修
会を実施し、健康なまちづくりを担う次世代の人材育成を目指す。

県北地方会議　過疎・中山間地域振興事業
・少子高齢化により生活機能維持に必要な地域コミュニティが弱体化しているこ
　とから、地域づくり意識の醸成や移住・定住人口の拡大のため、地域づくり活
　動への支援を始め、県北管内への移住や定着を促進する必要がある。
・人口減少に対応するため、豊かな自然など潜在化している豊富な地域資源を活
　用するとともに、県北地域の魅力を戦略的に発信し、交流・関係人口の増加や
　物産振興、地域活性化を進める必要がある。
・人口流出の抑制に向けて、将来の地域への定着やUターン意識の向上につなげる
　ため、若い世代が地元への愛着を持てるような取組を進める必要がある。

・地域への人の流れをより確かなものとするため、地域づくり活動の支援や磨き
　上げを行い、地域の魅力を戦略的に発信する。
・多様な担い手を確保するとともに地域資源を活用した産業の振興を図るため、
　移住情報の発信や県北地方の特産品の販路拡大等に取り組む。
・地域資源をいかした特色ある学びを通し、子どもの頃から地域への愛着を促進
　する。また、暮らしを支える道路の維持・整備を進め、生活環境の維持と向上
　に努める。

代 表 的
な 取 組

１　ふくしま県北地域おこし協力隊交流事業
　　 (目標:地域おこし協力隊員の定着率向上)

県北管内で活動している地域おこし協力隊員と、卒隊後も地域で活動し
ているOB・OGや地域振興に関する活動をしている個人、団体等とのつな
がりをつくる定期的な交流会を開催し、協力隊活動の充実による地域へ
の定着を図る。

２　農山村で輝く女性の地域活性化事業（目標：農山村地域の活性化）

農山村地域で活躍する女性の事例紹介やパネルディスカッションを開催
し、地域活性化の事例や課題解決手法を検討することで、女性の活躍に
よる農山村地域の活性化を目指す。
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現 状 と
課 題

重点的に
取り組む
分 野

事業内容

事業成果
58件実施（補助額123.798千円）
畑作放棄地を活用したふれあい農園により世代
間交流、地域外からの交流事業等の実施。

今 後 の
方 向 性

地域住民が主体となり持続的に活動ができるよ
う助言を行うなど、地域団体を積極的に支援し
ていく。

事業内容

事業成果
首都圏から親子5組15名が参加。親がリモート
ワークをする間、子どもは自然体験等の学びを
得るモニターツアーを実施。

今 後 の
方 向 性

多彩な地域資源を活用した魅力あるプログラム
を地域と共に企画し、更なる関係人口の増加に
つなげていく。

事業内容

事業成果
出展ブース31件による就農相談会を開催し、
111名が来場。また、県中地域の新規就農支援
パンフレットを作成し、就農希望者へ提供。

今 後 の
方 向 性

新規就農者の確保・定着を図るために市町村や
関係機関・団体と連携して支援を行っていく。

３　就農促進事業（目標：新規就農者の確保）

将来の地域農業を支える新規就農者を確保するため、就農相談会の開催
と、就農希望者をサポートする効果的な情報提供を行う。

県中地方会議　過疎・中山間地域振興事業
・過疎化や高齢化の進行により地域活力が低下しているため、個性と魅力ある持続
　可能な地域づくりの推進が必要。
・交流人口の拡大には、消費者ニーズの多様化や個性化の進展に対応する必要があ
　るため、こおりやま広域圏構成市町村が連携し、多彩な地域資源を活用した広域
　観光の推進が必要。
・人口減少等により地域活力が低下しているため、地域への新たな人の流れ、関係
　人口の創出、地域内外の交流の推進が必要。

・地域住民等が主体となった地域づくり活動を積極的に支援し、個性と魅力ある地
　域づくりの推進に取り組む。
・新たな観光ニーズに対応した滞在・周遊型の広域観光の推進及び、ワーケーショ
　ンなどの新しい観光需要に対応した取組を通じて、持続可能な交流人口の拡大に
　取り組む。
・首都圏等に地域の魅力を発信し、移住希望者へのきめ細かな相談対応を行うとと
　もに、都市農村交流や短期就業体験を行う事業等により移住・定住推進と関係人
　口の創出に取り組む。

代 表 的
な 取 組

１　地域創生総合支援事業(目標:持続可能な社会の実現)

地域を元気にするために住民等が主役となって行う地域の特性をいかし
た個性と魅力ある地域づくり事業の立ち上げを支援する。

２　ファミリーワーケーション推進事業(目標:関係人口創出、移住促進)

福島ならではの地域資源をいかした新しい働き方・暮らし方を首都圏に
発信し、実際に体験いただいて、関係人口の創出につなげる。また、都
市農村交流により過疎中山間地域の活性化を図る。
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現 状 と
課 題

重点的に
取り組む
分 野

事業内容

事業成果
・キャンプ場ＰＲ動画の制作及び発信
 （再生回数2.2万回）
・水郡線フォトコンテスト（応募427点）

今 後 の
方 向 性

今後も様々な切り口で東白川郡の魅力的な
地域資源を発信していく。

事業内容

事業成果
東白川郡の全小学校（８校）で実施、約860名
が参加。児童の貴重な体験の場となり、生まれ
育った地域への理解を深めることができた。

今 後 の
方 向 性

今後も地域人材の活用や体験活動の充実を図
り、学校と地域の連携・協働を推進していく。

事業内容

事業成果
・建設現場見学会：３小学校　計123名参加
・防災出前講座　：１小学校　計 51名参加

今 後 の
方 向 性

今後も複数の小学校で見学会等を開催し、
建設業の魅力や重要性を発信していく。

３ “ひがししらかわ”建設人材育成事業
　　 （目標：将来の建設業を担う人材の育成）

地域の子どもたちに建設業に対する興味や関心を高めるとともに、将来
の建設業を担う人材を育成するため、小学生を対象とした建設現場見学
会や防災出前講座を開催する。

県南地方会議　過疎・中山間地域振興事業
・県南地方は、首都圏と隣接し豊かな自然環境を有する地域特性にある一方で、地
　域に高等教育機関がないことから、進学等による若者の流出や少子化高齢化によ
　る自然減により、過疎化に歯止めがかからない状況にある。
・特に、東白川郡においてその傾向が顕著であり、こうした人口減少は、地域活力
　の低下や地域経済、財政にも大きな影響を及ぼし、地域の存立基盤に関わる深刻
　な問題になっている。
・人口減少率　H22 → R5：（県南地方全体）△10.5%　（東白川郡）△19.9%

・県南地方の魅力ある地域資源を広く発信するため、新たな視点による地域資源の
　発掘やブラッシュアップ、県内他地域や隣接県からのマイクロツーリズム推進等
　により、交流人口の拡大を図る。
・地域の小学生を対象に、地域の歴史や文化、産業に触れる体験活動や、建設現場
　の見学等を通して、将来の地域を支える人材の育成を図る。
・移住支援窓口を設置し、移住希望者の相談に対応するとともに、関係団体と連携
　し首都圏等で地域の情報を発信することで、定住・二地域居住の推進を図る。

代 表 的
な 取 組

１　ひがししらかわ魅力発信事業
　　 (目標:動画再生2万回、写真応募100点)

東白川郡の魅力的な施設や産品、飲食店などの地域資源について、県内
外へ情報発信することで、地域全体の認知度向上と交流人口の拡大を図
る。

２　“ひがししらかわ”輝くふる郷体験事業
　　 （目標：東白川郡の全小学校で実施）

子どもたちが生まれ育った地域のよさを知り、郷土を愛する心を持っ
て、地域の将来を支えていく担い手となるよう、農業や地域産業、伝統
文化等の体験活動を小学校において実施する。
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現 状 と
課 題

重点的に
取り組む
分 野

事業内容

事業成果
移住イベントを3回開催したほか「集落の教科
書」「冬の会津過ごし方ガイド」を作成。移住
希望者に会津の暮らしを伝えることができた。

今 後 の
方 向 性

人材確保を求める企業と協力し移住希望者に仕
事体験の機会を提供することで、両者のマッチ
ングを図り、移住に向けた環境を整える。

事業内容

事業成果

高校生から若手社員へのインタビュー等、18社
の魅力を紹介したパンフレットを3,000部作
成。管内の高校2年生全員に配付し地元就職へ
の理解を深めた。

今 後 の
方 向 性

引き続き、早い段階から地元企業の魅力を知っ
てもらい地元企業への就職を促すための取組を
行っていく。

事業内容

事業成果
婚活交流会を2回開催し、参加者39名（男性22
名、女性17名）のうち9組のマッチングが成
立。効果的な出会いの場を創出できた。

今 後 の
方 向 性

引き続き、共通の趣味をテーマとした婚活交流
会を開催し、独身男女の出会いの機会を創出す
る。

３　会津地域広域婚活事業
 　　（目標：男女の出会いや交流機会の増加）

少子高齢化が進む会津地方において、独身男女の出会いの場を創出し、
交流人口や婚姻数の増加につなげることができるよう、南会津地方振興
局と連携して共通の趣味を持つ参加者を募り、婚活交流会を開催する。

会津地方会議　過疎・中山間地域振興事業

・会津地方では、県平均よりも人口減少、高齢化が進んでおり、若者世代の他地
　方への進学や就職による流出が人口減少を更に進行させている。
・原子力災害による風評に加え、新型コロナウイルス感染症等により、主力産業
　である観光産業が大きな影響を受けている。
・耕作放棄地や空家の増加、公共交通機関の維持、鳥獣被害等の課題がある。

【会津地方会議　過疎・中山間地域振興事業テーマ】
　・“人”がつながり支え合う“地域”づくり
　・地域資源をいかした“しごと”づくり
　・安全、安心で快適な“くらし”づくり

　上記テーマのうち、移住定住促進、高校生への地元企業魅力発信、婚活事業など
人口減少対策事業を重点的に実施。

代 表 的
な 取 組

１　会津地域移住・定住促進事業
　　 (目標:移住相談件数の増加)

移住希望者が会津の暮らしへの理解を深め移住・定住につなげることが
できるよう、移住コーディネーターによる相談対応や首都圏での移住イ
ベント、更には地域の慣習等をまとめたガイドブックの作成等を行う。

２　高校生による地元企業魅力発掘体験事業
 　　（目標：県内留保率増加）

就職を希望する高卒者の地域外流出を食い止めるため、会津地方に存す
る企業の魅力を紹介するパンフレットを作成し、地元高校生の地域内就
職の促進に取り組む。
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現 状 と
課 題

重点的に
取り組む
分 野

事業内容

事業成果
将来的な移住者受入体制構築に向けた意見交換
会を１回開催　参加者　19名
地域の生活体験　参加者　延べ８名

今 後 の
方 向 性

本事業で実施した参加者アンケート結果等の成
果を今後の移住促進事業に繋げ、さらなる移
住・定住の促進を図る。

事業内容

事業成果
１日から１週間までの農作業体験延べ８名の受
入を行った。また、希望者には町村担当者を交
えた移住・就農相談等も実施した。

今 後 の
方 向 性

幅広い体験要望に応える受入体制を維持しつ
つ、就農促進施策と連携して、より深く農作業
を体験できるよう配慮して事業を継続する。

事業内容

事業成果
8月から11月にかけて周遊ツアーを3回実施し、
14組32名が参加。アンケートの結果、「南会津
地方にまた来たい」と答えた割合が9割以上。

今 後 の
方 向 性

アンケート結果など本事業の成果を今後のロー
カル線利用促進につなげる。

３　ローカル線（只見線、会津・野岩鉄道）で行く、南会津まるっと周遊事業
　　 （目標：アンケートにて「南会津地方にまた来たい」と答えた割合が8割以上）

首都圏等の居住者を対象に、ローカル線への乗車や体験活動等を組み込
んだ南会津地方周遊ツアーを実施することで、参加者に南会津地方へ関
心を持っていただき、将来的な移住・定住を促進する。

南会津地方会議　過疎・中山間地域振興事業
・南会津地域は少子高齢化、人口減少が進行し、様々な産業で担い手不足が常態化
　しており、若者の環流や地元定着を加速化させる必要がある。
・観光産業は本地域の基幹産業の一つであるが、本地域の観光客入込数は令和３年
　まで８年連続で前年を下回って推移し、令和４年には前年を上回ったものの、そ
　の動きは弱く、交流人口の拡大と観光による地域経済の循環に向けた更なる取組
　が必要となっている。
・JR只見線の全線運転再開や、国道２８９号八十里越道路や会津縦貫南道路など社
　会基盤の整備を推進している。

○ 地域を支える人材・担い手づくり
・地域の担い手となる人材の確保及び育成、郷土愛の醸成、地域コミュニティの活
　性化支援、地域の特性を活かした移住推進及び移住者支援
○ 地域資源の保全と活用、新たな価値の創出による仕事づくり
・地域資源を活用した産業の振興、中小企業の経営支援や技術力強化支援、地域鉄
　道を活用した観光の振興、観光客及び教育旅行受入体制の整備、情報発信の強
　化・充実
○ 安全・安心な暮らしの基盤づくり
・経済活動につながる道路等の整備、地域公共交通の利活用促進、鳥獣被害対策の
　強化、消防・防災体制の整備、安心して生活できる医療及び人材の確保

代 表 的
な 取 組

１　南会津移住サポート推進事業
　　 （目標：移住・定住の促進）

地域での移住者受入体制を構築するとともに、移住希望者が実際に地域
を訪れ一定期間生活を体験することにより、移住までのロードマップを
示すことで移住・定住の促進を図る。

２　南会津ふるさとワークステイ事業
 　　(目標:新規就農希望者の誘引)

「現地での農作業体験」の場を設け、新規就農者の確保及び都市居住者
等と農林業者との交流を促進する。

אּ

אּ
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現 状 と
課 題

重点的に
取り組む
分 野

事業内容

事業成果
そうそうはしおきガチャ（販売数5,207個）、
地酒御集印ラリー（応募数111名）

今 後 の
方 向 性

そうそうはしおきガチャ、そうそう地酒御集印
ラリーに引き続き取り組むとともに、新たな広
域周遊促進事業を実施。

事業内容

事業成果
サイト・ＳＮＳ運用（フォロワー数939人）、
モニターツアー６回催行（参加者98名）、新幹
線車内誌（トランヴェール）広告掲載２回

今 後 の
方 向 性

サイト・ＳＮＳ運用、モニターツアー、新幹線
車内誌広告掲載に引き続き取り組むとともに、
常磐線沿線駅での物産展を実施。

事業内容

事業成果
福島ロボットテストフィールド等で２日間開催
（参加者1,250名、仕事体験28プログラム、イ
ノベコーナー20企業・団体）。

今 後 の
方 向 性

こどもの将来の職業選択の可能性をさらに広げ
るため、仕事体験対象業種を増やし継続してい
く。

３　Out of KidZania in ふくしま相双２０２３
　　 （目標：将来の地域人材の確保）

地域内外の小中学生を対象に、仕事体験やものづくり体験等を行うイベ
ントを実施し、キャリア教育や世代間交流を通じた地域愛の醸成、生き
る力の育成に取り組む。

相双地方会議　過疎・中山間地域振興事業

・東日本大震災等の影響により管内の居住人口は大きく減少し、震災から13年とな
　る現在も震災前の６割弱にとどまり、地域の活力低下や担い手不足等に対応する
　ためには、避難住民の帰還や移住・定住の促進、地域を担う人材の確保が必要。
・将来的な移住・定住につながる交流人口についても、管内の観光客数は震災前の
　８割弱にとどまり、交流・関係人口の回復・拡大が必要。
・福島第一原発処理水の放出に起因する風評の払拭が必要。

・地域の魅力発信による交流・関係人口の拡大と風評払拭
・観光・復興交流拠点施設の利活用促進による交流人口の拡大
・国道３９９号沿線あぶくま地域の活性化
・道路整備を通じた生活基盤の強化と交流人口の拡大
・県外からの移住促進による人材確保と地域活性化
・イノベ構想に対応した人材育成・産業振興
・農林水産業の新たな担い手の確保・育成・定着
・地域医療の担い手の育成・定着

代 表 的
な 取 組

１　ぐるっとそうそう広域周遊事業
 　　(目標:交流・関係人口の拡大)

大堀相馬焼や地酒をはじめとする地域資源を活用した広域周遊促進イベ
ント（そうそうはしおきガチャ・そうそう地酒御集印ラリー）による地
域資源の発掘・磨き上げ魅力発信に取り組む。

２　相双地域の魅力戦略的情報発信事業
　　 （目標：交流・関係人口の拡大）

相双地域の復興状況や魅力を発信するサイト・ＳＮＳの運用、地域資源
を活用した首都圏向け体験型モニターツアー、新幹線車内誌広告掲載等
による地域の魅力発信及び魅力向上に取り組む。
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現 状 と
課 題

重点的に
取り組む
分 野

事業内容

事業成果
・計6回開催（田人おふくろの宿5回、いわき新
　舞子ハイツ1回）
・参加人数132名、前年度比388.9％

今 後 の
方 向 性

実施地域を拡大し、自転車合宿やフラダンス合
宿と一体的に誘致活動を実施するとともに、県
内外の大学・学校等にも対象を広げ、交流人口
拡大を図る。

事業内容

事業成果
・新規12校の合宿を誘致
・延べ宿泊者数336人、前年度比466.6％

今 後 の
方 向 性

大学自転車部の合宿先としての定着を目指し、
引き続き自転車を活用しながら、中山間地域を
始めとするいわき地域の振興を図る。

事業内容

事業成果
・保存会活動への新規参加者2名
・市内外の大学や地域団体等約100人が和紙づ
  くり作業（農作業・紙漉き等）を体験

今 後 の
方 向 性

担い手の確保と和紙の販路開拓につながる取組
により、伝統継承に必要不可欠である安定した
団体運営体制の構築に向けて支援を継続する。

３　遠野和紙の持続可能な継承支援事業
　　 （目標：新規ボランティア数５名）

地元住民等の主体による「遠野和紙」の持続可能な継承へ向けて、講習
会、視察、検討会、遠野和紙あかり展の開催等を支援した。

いわき地方会議　過疎・中山間地域振興事業
・いわき市の総人口が約20年間で約20％減少している中、中山間地域では約50
　％減少しており、人口減少が著しい。
・中山間地域では、震災以前から交流人口が減少傾向にあり、震災後、交流人口
　が元の水準に戻っていない中、減少傾向は更に顕著となっている。
・人口流出等により地域の活力が失われつつあり、それに伴い若者が地元の魅力
　を知る機会も減少するという悪循環が起きている。特に、若者の流出が著しい
　中山間地域では、地域の担い手が不足している。

＜いわきの里山暮らしを支えるひとづくり推進事業＞
・移住相談窓口として、いわき市・いわき商工会議所と連携した「IWAKIふるさと
　誘致センター」の運営
・中山間地域の魅力を発信する観光・物産ＰＲ活動の実施
・関係人口の拡大を目的とする中山間地域の強みをいかした「吹奏楽合宿」、
 「自転車合宿」の実施支援
・いわきの伝統工芸「遠野和紙」の生産・継承活動に取り組む「伝統工芸遠野和
　紙・楮保存会」（令和４年度設立）の持続可能な運営支援

代 表 的
な 取 組

１　宿泊交流拠点施設支援事業
　　 (目標:利用者数前年比1.2倍)

中山間地域における関係人口づくりを目的とし、宿泊交流拠点施設の強
みをいかした多様な「吹奏楽合宿」の企画運営と「音楽」を活用した地
域住民との交流の機会創出を支援した。

２　いわき自転車合宿『聖地』化プロジェクト
 　　（目標：新規誘致校３校）

中山間地域の優れた走行環境（少ない交通量、豊富な起伏等）をいか
し、強豪大学自転車部の合宿を誘致し、若者の交流人口拡大を図った。
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トピック 「只見川ダム施設群」が令和５年度土木学会選奨土木遺産に認定 

方  部 会津・南会津 

概  要  

 令和５年９月、「只見川ダム施設群」が、歴史的土

木構造物の保存に資することを目的に公益社団法人

土木学会が顕彰している選奨土木遺産（平成１２年

創設）に認定されました。 

 只見川ダム施設群として認定された施設は、只見

川水系のダムのうち田子倉ダム（只見町）や奥只見

ダム（檜枝岐村）、大鳥ダム（只見町）など９基で、

豪雪地帯の水資源と地形を巧みに利用して開発が行

われた点に加え、ダム・電源開発等の河川史や地域

資産として貴重な土木遺産群である点などが評価さ

れました。いずれのダムも完成から半世紀以上が経

っており、戦後の復興を電力供給で支えただけでな

く、今なお全国有数の電源地域として大きな役割を

担っています。 

 このほか、本県に関係する選奨土木遺産としては、

「只見線鉄道施設群（令和３年認定）」など、８件が

認定されています。 

 
♄ⱶ 

 

 

 
─  

 

トピック 令和５年度あぶくま人づくり塾を開催 ～地域づくりは人づくり～ 

方  部 県北・県中・県南・相双・いわき 

概  要  

阿武隈地域振興協議会及び県では、地域づくり活

動を牽引するリーダーを育成し、地域の活性化や課

題解決に向けた機運醸成を図るため、講師として宇

都宮大学地域デザイン科学部の石井大一朗准教授を

お招きし、地域づくり活動についてのノウハウを学

ぶ「あぶくま人づくり塾」を開催しました。 

地域づくりに興味がある方や既に活動を行ってい

る方が塾生として参加し、ワークショップを通じて

地域づくりに関する基礎的な考え方を学ぶととも

に、それらを踏まえて各々が今後実現したいことを

言語化し、共有しました。 

また、自身が持つ地域づくりに関する様々な意見、

悩みについて話し合い、自分事として考えることで、

塾生同士の絆を深めました。 

本事業に参加した塾生の方々の活躍による、阿武

隈地域のより一層の振興が期待されます。 

 
꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ 
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トピック 県内の地域づくり団体が全国表彰を受賞 

方  部 県中・会津 

概  要  

令和５年度「過疎地域持続的発展優良事例表彰（総

務省・全国過疎地域連盟）」において、株式会社ホッ

プジャパン（田村市）及び昭和村が全国過疎地域連

盟会長賞を受賞しました。 

株式会社ホップジャパンは、遊休施設を活用した

ブルワリーを開業し、製造過程で排出されるホップ

や麦の粕を肥料として活用するなど地球にやさしい

まちづくりを実践している点、昭和村は、カスミソ

ウの「百年産地」を目指す関係機関の協働の取組が

昭和かすみ草のブランド力を強化し、新規就農者の

確保につながっている点が評価されました。 

また、令和５年度「ふるさとづくり大賞（総務省）」

においては、矢部佳宏氏（西会津町、一般社団法人

BOOT代表理事）が個人表彰（総務大臣表彰）を受賞

しました。 

矢部氏は、西会津国際芸術村の運営や古民家ホテ

ルの開設などを手掛け、町への新たな人の流れを創

出している点が評価されました。 

全国表彰を受賞された団体、個人の皆様の更なる

活躍が期待されます。 

 
( )≤ 
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トピック 公設民営の三島町サービスステーションが移設オープン 

方  部 会津 

概  要  

三島町内唯一のサービスステーション（ＳＳ）が、

国道２５２号沿いに移転し、令和６年３月１日にオ

ープンしました。 

当該ＳＳについては、令和２年５月に当時町内唯

一の民間ＳＳが営業終了し、同年１２月に県内初の

公設民営による運営が開始されました。そして、将

来的に持続可能な燃料供給体制を確保するために、

町が定めた計画に基づき、移設されました。 

ＳＳは、地域の燃料供給の拠点として、そして災

害時の燃料供給拠点として、住民生活や産業活動に

欠かすことができない重要なインフラです。 

経済産業省が公表しているＳＳの数が３か所以下

の、いわゆる「ＳＳ過疎地」の町村は、県内では１

７町村が該当します。人口減少に伴う需要の減少や

後継者問題などにより、ＳＳ過疎の問題は今後更に

顕在化することが懸念される中、三島町の取組は先

進的であり、全国的なモデルケースとして注目され

ています。 
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トピック 民間団体が主体となった自家用有償旅客運送がスタート 

方  部 いわき 

概  要 

 人口約８００人、高齢化率が５０％を超えるいわ

き市川前地区では、地域に必要な生活サービスなど

を維持・確保し、住民が将来にわたって暮らし続け

ることを目指す地域運営の仕組み「小さな拠点」づ

くりに取り組んでいます。 

 地域住民有志や関係団体が参画する「ＮＰＯ法人

小さな拠点おおか」（以下「おおか」）では、地域の

移動手段を確保するため、令和６年３月２６日から

「自家用有償旅客運送（おおか号）」を開始しました。

この取組は、市町村やＮＰＯ法人等が自家用車を用

いて提供する運送サービスで、民間団体の交通空白

地有償運送は県内２例目になります。 

このほか、おおかでは、地域創生総合支援事業（サ

ポート事業）を活用し、リノベーションした古民家

を拠点に健康教室の開催や地元食材を活用したカフ

ェの運営など、川前地区でのよりよい暮らしづくり

を目指して様々な活動を行っています。 

 
₈⅔⅔⅛ ₉  
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トピック 東京大学の学生が金山町・双葉町で地域課題解決の道筋を提案 

方  部 会津・相双 

概  要  

 社会的課題に果敢にチャレンジするリーダー人材

の育成を目的とし、東京大学が実施する「フィール

ドスタディ型政策協働プログラム（ＦＳ）」にて、東

京大学の学部学生・大学院学生が、金山町及び双葉

町をフィールドとし、１年をかけて事前調査・現地

活動・事後調査を行いました。 

 金山町では、４名の学生が、「全線運転再開となっ

た只見線を活用して住民自らの主体的なまちづくり

を後押しする事業の策定」という課題に対し、観光

客の周遊促進のための宿泊施設の整備や二次交通の

導入、観光案内の強化などを提案しました。 

 双葉町では、４名の学生が、「小さくても将来に繋

がる関係人口づくりのために『面白い』『可能性があ

る』と思ってもらえる活動の検討」という課題に対

し、空き地の活用やデジタルマップを介した町内外

のつながりづくりなどを提案しました。 
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目次  

  前文 

  第一章 総則（第一条―第六条） 

  第二章 過疎・中山間地域振興に関する基本施策（第七条―第十四条） 

  第三章 過疎・中山間地域振興に関する施策の推進（第十五条―第十九条） 

  第四章 委任（第二十条） 

  附則 

 

  福島県の過疎・中山間地域は、豊かな自然環境に恵まれ、県土の保全、水源のかん養、災害の防

止等の多面的かつ公益的な機能を発揮するとともに、県民生活の向上に重要な役割を果たしてい

る。 

  また、その豊かな水と緑が織りなす美しい景観と、その地域が有する特色ある伝統文化は、本県

の貴重な地域資源となっている。 

  しかしながら、社会及び経済状況の変化による少子高齢化の進行、農林水産業等の経済活動の

減退等は、急激な過疎化を招き、深刻な担い手不足、集落機能の低下、農地や森林の荒廃等が大き

な社会問題となっている。 

  こうした中で発生した東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）は、本県の過疎・中山間地

域に重大な影響をもたらした。 

  特に、原子力災害による放射性物質の影響は、森林などの自然環境、食料や水などの生活環境、

農林水産業、商工業、観光業等に大きな被害をもたらしており、過疎・中山間地域の抱える課題を

更に深刻なものにしている。 

  併せて、近年、地球温暖化等の要因により豪雨災害などが頻発化・激甚化し、豊かな自然環境と

共生する過疎・中山間地域の生活にも深刻な影響を及ぼしており、過疎・中山間地域の森林、里山

や水田が有している自然災害の抑制などの多面的機能の価値を改めて認識する必要がある。 

 こうした状況の下、東日本大震災や自然災害の影響を克服し、本県の過疎・中山間地域を活力あ

る地域として再生し、ゆとりと豊かさの実感できる生活を実現すること、並びに地域の豊富な資

源とそこで培われてきた伝統及び文化を生かした魅力と個性のある地域づくりを図ることなど、

本県の過疎・中山間地域の復興再生に向けた重点的な施策を迅速に展開するとともに、これらの

地域の自立に向けて、持続的な発展が可能な地域づくりに取り組むことが重要な課題となってい

る。 

  また、新型感染症の拡大を契機として、ゆとりと安らぎのある生活が可能な過疎・中山間地域の

価値が改めて評価されつつあり、人口の過度の集中によるリスクを避けながら都市地域と連携し、

新しい技術等も用いて豊かな暮らしの中で様々な付加価値を生み続けられる場としての役割を果

たしていくことが求められている。 

  これらの課題に対応し、過疎・中山間地域の持続的発展を図るためには、県民一人一人の理解と

協力が不可欠であり、美しいふるさとに誇りを持つとともに、その豊かな恵みを守り育てていく

ことの大切さを、共通して認識することが最も重要である。 

  このような考え方に立って、過疎・中山間地域の課題の解決に向けた方策を明らかにするとと

もに、これらの地域が有する貴重な資源と重要な機能を将来に引き継ぐために、この条例を制定

する。 
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    第一章 総則 

  （目的） 

第一条 この条例は、過疎・中山間地域の振興に関する基本方針を定め、その実現を図るための施

策を総合的かつ計画的に推進することにより、豊かで住みよい調和のとれた持続的に発展する

地域社会の実現に資することを目的とする。 

 

  （定義） 

第二条 この条例において「過疎・中山間地域」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

 一 山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第二条に規定する山村 

  二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成五

年法律第七十二号）第二条第一項に規定する特定農山村地域 

 三 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第十九号。以下「法」とい

う。）第二条第一項に規定する過疎地域（同法第三条第一項又は第二項、第四十一条第一項又

は第二項（同条第三項の規定により準用する場合を含む。）又は第四十二条の規定により過疎

地域とみなされる区域を含む。） 

 四 前三号に掲げるもののほか、それらの地域に類する地域として規則で定める地域 

 

 （基本方針） 

第三条 過疎・中山間地域においては、地域の将来は自らが決定するとの基本的な考えに基づき、

地域の持続的な発展に向けて、その地域に居住する住民（以下「住民｣という。）の自主的かつ主

体的な取組の促進が図られなければならない。 

２ 過疎・中山間地域においては、地域の実情に応じた生活基盤の整備及び新技術の活用が図ら

れるとともに、住民の自主的活動を通じた集落機能の維持発展と安全で安心な地域づくりが図

られなければならない。 

３ 過疎・中山間地域においては、地域における既存の産業の魅力が高められるとともに、地域固

有の資源を活用した新たな産業の創出が促進されることにより、雇用機会が拡充され、自立と

共生による安定した生活ができる地域づくりが図られなければならない。 

４ 過疎・中山間地域においては、豊かな自然環境の中で地域に対する新たな価値が見いだされ

ることにより、地域内外との交流が促進され、県民その他地域と多様な形で関わる者（以下「関

係人口」という。）との相互理解が深められるとともに、交流と連携による地域づくりが図られ

なければならない。 

５ 過疎・中山間地域においては、地域が守りはぐくんだ緑豊かな自然、伝統及び文化の継承並び

に地域づくりの担い手の確保及び育成が図られなければならない。 

６ 過疎・中山間地域においては、前各項に掲げるものに加え、東日本大震災による被害及び影響

を克服するための取組による地域づくりが図られなければならない。 

 

  （県の責務） 

第四条 県は、前条に規定する基本方針にのっとり、国と連携し、かつ、過疎・中山間地域を有す

る市町村（以下「市町村」という。）の自主性を尊重し、過疎・中山間地域の振興に努めるもの

とする。 

２ 県は、過疎・中山間地域の持続的発展を支援するため、市町村の区域を超える広域にわたる施

策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助を行うよう努めるも

のとする。 

３ 県は、市町村が定める過疎・中山間地域の持続的発展に関する計画（法第八条に規定する過疎

地域持続的発展市町村計画。以下「市町村計画」という。）の達成状況に関する評価等を踏まえ

必要な支援に努めるものとする。 

４ 県は、国に対して過疎・中山間地域の持続的発展に関する施策の提言を行うよう努めるもの

とする。 

５ 県は、過疎・中山間地域が有している多面的かつ公益的な機能について、県民の共通理解が得

られるよう努めるものとする。 
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６ 県は、住民が自主的かつ主体的に地域の課題の解決に取り組むために必要な情報の提供等の

支援に努めるとともに、その課題の解決に向けた住民からの提案を積極的に受け入れるよう努

めるものとする。 

 

 （市町村の役割） 

第五条 市町村は、住民の意見を尊重し、かつ、県と連携し、過疎・中山間地域の持続的発展に関

する施策を、市町村計画に基づき実施し、達成状況に関する評価を行うよう努めるものとする。 

 

 （県民の役割） 

第六条 県民は、過疎・中山間地域の有する多面的かつ公益的な機能に対する関心を高め、その理

解を深めるとともに、過疎・中山間地域の持続的発展への協力とその取組への参加に努めるも

のとする。 

 

 

   第二章 過疎・中山間地域振興に関する基本施策 

 （生活基盤等の整備促進） 

第七条 県は、過疎・中山間地域において、生活環境の改善を図るため、道路その他の交通施設等

の整備及び維持、上水道及び下水道等の整備、情報通信基盤の整備並びに新技術の活用による

各種対策の推進その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、過疎・中山間地域において、安全で安心な生活を確保するため、治山、治水及び防災に

係る機能の強化その他必要な措置を講ずるものとする。 

３ 県は、過疎・中山間地域において、健康の維持増進のため、保健、医療及び介護・福祉の充実

その他必要な措置を講ずるものとする。 

４ 県は、過疎・中山間地域において、住民が住み続けられる生活環境を確保するため、移動及び

交通手段の確保並びに日常生活に必要不可欠なサービスの維持に係る各種対策その他必要な措

置を講ずるものとする。 

 

 （産業の振興） 

第八条 県は、過疎・中山間地域において、自然環境と調和した農林水産業及び地場産業等の振興

を図るため、新たな特産品の研究開発の取組を支援し、並びにその消費及び利用促進に必要な

措置を講ずるものとする。 

２ 県は、過疎・中山間地域において、農林水産業及び地場産業等の経営の安定及び多様化を図る

ため、地域の特性及び資源並びに経営体の規模に応じた支援を行うとともに、県の関与に係る

低金利の貸付制度その他の金融制度の充実及び産業基盤の整備に関する情報の提供の推進その

他必要な措置を講ずるものとする。 

３ 県は、過疎・中山間地域において、雇用の場の創出を図るため、既存の産業の振興とともに、

企業誘致、観光振興及び新産業の育成その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （交流の促進等） 

第九条 県は、過疎・中山間地域において、地域資源を有効に活用した新たな観光に係る資源の開

発並びに地域の主体的な交流活動及び連携の事業の促進を図るため、必要な措置を講ずるもの

とする。 

２ 県は、過疎・中山間地域において、地域内外との交流の促進による人の流れの創出、関係人口

の拡大及び移住・定住の促進を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （子育て及び教育環境の充実等） 

第十条 県は、過疎・中山間地域において、住民が安心して子どもを生み育てることができる環境

及び教育環境の充実を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 
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 （担い手の確保及び育成） 

第十一条 県は、過疎・中山間地域において、自主的かつ主体的に地域づくりを進める担い手の確

保及び育成を図るとともに、地域を支える多様な人材の確保に向け、移住・定住に関する支援、

地域内外との交流、研修機会の拡充その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、過疎・中山間地域に根差した伝統及び文化を尊重し、それらの維持、継承及び再生を図

るため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （持続可能な地域社会の実現等） 

第十二条 県は、持続可能で誰もが安心して生活することができる地域社会の実現を図るため、

過疎・中山間地域において、再生可能エネルギーの導入拡大への取組その他資源の有効活用の

促進に取り組むとともに、地域特有の資源の供給、豊かな自然環境及び景観の保全等過疎・中山

間地域が有する機能の維持増進その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、県民の自然環境に対する理解を深めるため、過疎・中山間地域の自然を活用した環境に

関する教育的な取組その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （東日本大震災による被害等の克服） 

第十三条 県は、過疎・中山間地域における東日本大震災からの迅速な復旧、復興を図るため、生

活基盤の整備、豊かな自然環境の回復、地域社会の維持・再生、これまでの常識にとらわれない

大胆な発想に基づく産業の創出その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （その他の措置） 

第十四条 第七条から前条までに掲げるもののほか、県は、過疎・中山間地域の振興のために必要

な措置を講ずるものとする。 

 

 

   第三章 過疎・中山間地域振興に関する施策の推進 

 （地域づくり計画の策定） 

第十五条 住民、集落及び特定非営利活動法人その他の団体（以下「集落」という｡)は、県との連

携及び協力による過疎・中山間地域の持続的発展を目的として、地域の実情を反映した地域づ

くりに係る計画（以下「地域づくり計画」という。）を策定することができる。 

 

 （集落等に対する支援） 

第十六条 県は、集落等が地域づくり計画を策定した場合において、当該地域づくり計画が他の

集落等の参考となるものと認めるときは、当該集落等との連携及び協力により、その実現に努

めるものとする。 

２ 県は、集落等が地域の持続的発展に関する事業を自ら企画して実施しようとするときは、当

該事業に対して必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 

 （推進体制の整備） 

第十七条 県は、過疎・中山間地域の振興に関する施策を関係部局の緊密な連携の下に推進する

ため、必要な体制の整備に努めるものとする。 

 

 （財政上の措置） 

第十八条 県は、過疎・中山間地域の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるものとする。 

 

 （年次報告） 

第十九条 知事は、毎年、福島県議会に、過疎・中山間地域の振興について講じた主な施策に関し

て報告しなければならない。 
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   第四章 委任 

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成一七年条例第一四〇号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成二五年条例第七〇号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和三年条例第八四号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 
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ה  ─ ╩ ╘╢  

 
福島県過疎・中山間地域振興条例第２条第４号の地域を定める規則 

 

                   制  定 平成１７年３月２５日 福島県規則第４４号 

                   最終改正 令和３年１０月１２日 福島県規則第７３号 

 

  福島県過疎・中山間地域振興条例（平成１７年福島県条例第６８号）第２条第４号の地域は、次

に掲げる地域とする。 

 

１ 福島県市町村振興基金貸付規則（昭和６３年福島県規則第３０号）別表第二に規定する公共

施設等整備事業枠の部準過疎地域振興事業の項に係る同規則第２条第３項に規定する資金の貸

付対象市町村の地域（合併市町村（市町村の合併（２以上の市町村の区域の全部若しくは一部を

もって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市

町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。）により設置され、又は他の市町村の区域の全部

若しくは一部を編入した市町村をいう。以下同じ。）のうち合併関係市町村（市町村の合併によ

りその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。）に当該市町村が

含まれる場合における当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日にお

いて当該市町村の区域であった地域を含む。） 

 

２ その他知事が別に定める地域 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

    附 則（令和３年規則第７３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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ה  ─  

 

ה ה

1 ỏ 31 Ừ ủ

2 ỏ 32 Ừ ủ

3 ỏ 33 Ừ ủ

4 ™╦⅝ ỏ 34 Ừ ủ

5 Ỏ ỏ 35 ủ

6 Ỏ ỏ 36

7 Ừ ủ 37

8 ỏ 38

9 Ỏ ỏ 39 ủ

10 Ừ ủ 40 Ừ ủ

11 ỏ 41 Ừ ủ

12 Ỏ ỏ 42 Ừ ủ

13 ỏ 43 Ừ ủ

14 ỏ 44 ỏ

15 Ừ ủ 45 Ừ ủ

16 Ừ ủ 46 ỏ

17 ỏ 47 Ừ ủ

18 48 ủ

19 Ừ ủ 49 Ừ ủ

20 Ừ ủ 50 ủ

21 Ừ ủ 51 ủ

22 Ừ ủ 52 ủ

23 Ừ ủ 53 Ừ ủ

24 Ừ ủ 54 ủ

25 Ừ ủ 55 ỏ

26 Ừ ủ 56 Ừ ủ

27 Ừ ủ 57 Ừ ủ

28 Ừ ủ 58

29 ủ 59 Ừ ủ

30 Ừ ủ 34 54

※

※ 「過疎・中山間地域（条例）」の欄は、
　・県過疎・中山間地域振興条例に該当する市町村（○は全域、△は一部）

─ ה ─

5 4 1

⁷⁷ ⁷⁷

「過疎地域（法）」の欄は、
　・◎は、過疎法第２条により、全域が過疎地域に該当する市町村
　・▲は、同法第３条により、一部区域が過疎地域に該当する市町村
　　　　　（白河市：旧表郷村・旧大信村、須賀川市：旧長沼町・旧岩瀬村、
　　　　　　二本松市：旧岩代町・旧東和町、伊達市：旧梁川町・旧霊山町・旧月舘町）


